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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

水 道 管 理 課議案第１５９号 薩摩川内市温泉給湯管理条例の一部を改正する条例の制定について 

上 水 道 課議案第１６０号 薩摩川内市工業用水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例の制定

について 

議案第１６１号 薩摩川内市簡易水道事業及び飲料水供給事業条例の一部を改正する条例

の制定について 

議案第１６２号 薩摩川内市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１６３号 薩摩川内市水道事業の設置等に関する条例及び薩摩川内市簡易水道事業

及び飲料水供給事業条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１７０号 平成２５年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算 

議案第１７１号 平成２５年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予算 

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

下 水 道 課議案第１６４号 薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例の一部を改正する条例の制

定について 

議案第１６５号 薩摩川内市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議案第１６６号 薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議案第１６７号 薩摩川内市公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１６８号 薩摩川内市地域下水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１７２号 平成２５年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計補正予算 

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 建 設 政 策 課

（所管事務調査） 

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 建 設 整 備 課

（所管事務調査） 

議案第１５４号 市道路線の認定について 建 設 維 持 課

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

（所管事務調査） 都 市 計 画 課

議案第１７３号 平成２５年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補正予

算 

天 辰 区 画 整 理 推 進 室

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

議案第１７４号 平成２５年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正

予算 

入 来 区 画 整 理 推 進 室

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 
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議案第１５５号 薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１５６号 財産の取得について 

議案第１５７号 薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１５８号 薩摩川内市営住宅等の指定管理者の指定について 

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

建 築 住 宅 課

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

用 地 課

───────────────────────────────────────── 

 



   △開  会 

○委員長（福田俊一郎）ただいまから、建設水

道委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

お手元に配付してあります審査日程により審査を

進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんけれ

ども、会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、

委員長において随時許可をいたします。 

────────────── 

   △水道管理課・上水道課の審査 

○委員長（福田俊一郎）それでは、水道管理

課・上水道課の審査に入ります。 

まず、水道局の審査に先立ち、局長に概要説明

を求めます。 

○水道局長（落合正浩）おはようございます。 

 水道局でございます。 

 水道局の提出議案につきまして、その概要は、

一般議案が１０件、補正予算議案が特別会計３件

と、それに関連する一般会計補正であります。 

 まず、一般議案１０件は、来年４月１日からの

消費税の税率改正に伴う条例改正が８件と富士通

撤退に伴う工業用水道事業設置条例の廃止条例及

び小倉簡易水道の水道事業への統合に伴う条例の

改正であります。 

 次に、補正予算につきまして、特別会計では簡

易水道事業と公共下水道事業において消費税額確

定に基づく補正を、温泉給湯事業では、職員手当

等の補正をそれぞれしようとするものであり、一

般会計におきましては各特別会計への繰出金の補

正であります。 

 詳細につきましては、各課長が説明いたします。 

よろしくお願いいたします。 

────────────── 

   △議案第１５９号 薩摩川内市温泉給湯管

理条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１５９号薩摩川内市温泉給湯管理条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）おはようございま

す。 

 水道管理課でございます。 

 それでは、議案第１５９号温泉給湯管理条例の

一部を改正する条例の制定について、御説明いた

します。 

 議案つづりでは１５９－２ページになります。

説明につきましては、議会資料を提出しておりま

すが、議会資料の１ページで説明をいたします。 

 平成２６年４月１日に施行される消費税の税率

改正に伴い、温泉給湯の料金と負担金を改正する

ものでございます。 

 現行と改正後の比較表でお示しをしております

が、まず、現行の負担金につきまして、消費税の

表示がございませんでしたので、改正後において

は消費税及び地方消費税を含むに改正をしており

ます。 

 また、料金につきましては、現行が消費税の税

率を１００分の１０５というふうに記載しており

ましたが、改正後におきましては、消費税及び地

方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額とい

うふうに改正をいたしております。これは、今後、

消費税の改正が予定されていること等を踏まえた

文言表現としたものでございます。 

 最後に、祁答院地域の分湯量及び使用料につき

まして、現行の条例の中では契約者名を個人名、

旅館名等で条例の中で規定をしておりましたが、

これについては、過去に監査委員のほうから指摘

を受けております。これにつきまして、今回、契

約者名を削除し、分湯量と使用料の表に改めたも

のでございます。 

 以上が、議案第１５９号薩摩川内市温泉管理条

例の一部改正でございます。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 
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○水道管理課長（元石功一）維持管理につきま

しては、動力はもう切っておりますが、あと浄水

場のほうに入来、富士通のすぐ近くの道路の上の

ほうに浄水場がございますが、そこの管理をする

ための電源は、そのままにしております。あと管

理につきまして、ちょうど富士通の場所も目立つ

ところでありますので、そういった除草作業につ

きましては、今後も管理をしていくというふうに

考えております。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本決算を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 あと、今後、企業が来た場合ということなんで

す が 、 今 、 富 士 通 に つ き ま し て は 、 １ 日

１，５００トンといった数字、使用料で契約をさ

せていただいておりました。今後、新しい企業が

来たときに、この工業用水道の公営企業として事

業を運営していく最低ラインということで、１日

１，０００トン、そういった企業が来ないと、な

かなか工業用水道事業として経営をしていくこと

は、なかなか難しいんじゃないかなというふうに

考えております。 

────────────── 

   △議案第１６０号 薩摩川内市工業用水道

事業の設置等に関する条例を廃止する条例

の制定について 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１６０号

薩摩川内市工業用水道事業の設置等に関する条例

を廃止する条例の制定についてを議題といたしま

す。 

 以上でございます。  当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

１６０号について、説明をいたします。 

○委員（小田原勇次郎）最後に、もう１点だけ、

今後は一般会計で維持していかれるということな

んでしょうけれども、その施設そのものを、企業

がある程度めどがたった時点で、その施設につい

て廃止するというような廃止の判断時期、どの程

度まで今の施設を最長でも引っ張って維持してい

かれるお考えがあるのか。そこだけ、ちょっとあ

と１点だけお聞きしたいと思います。 

 議案つづりの１６０－２ページをお開きくださ

い。 

 御承知のとおり、富士通が撤退することから、

富士通専用の工業用水道事業を経営しておりまし

たが、今回、これを廃止するというものでござい

ます。平成２６年４月１日施行というふうに考え

ております。 ○水道局長（落合正浩）今回は富士通専用の条

例を廃止という形になります。理想としますのは、

富士通に匹敵するような企業が来て、また、引き

続き工業用水企業会計ができればいいんですけれ

ども、それも非常に難しい状態です。 

 以上でございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）趣旨には、もう全く異

を唱えるものではありません。一応、若干の補足

説明をお願いしたいのですが、今後の工業用水

－今までも説明をされたと思うんですが、工業

用水の管理のあり方、そして、今、工業団地とい

うことでの協議が、更地にして購入するという市

側との協議を進めておられる状況ですが、企業が

立地したとした場合に、工業用水として、また、

再開するようなめどの、そこらあたりの分岐点で

すね。収支の分岐点等を教えていただければと思

うところであります。 

 お尋ねのように、今後の処分、撤去とかいうの

も含めた判断時期はいつかということですけれど

も、当面はですね、今、言いましたように周辺整

備、環境整備程度におさめながら、あの団地がど

のように使われるかということの判断があったと

きに、それはなされるものだろうというふうに理

解をしているところでございます。 

 いずれにしましても、今後は、今、言いますよ

うに機器の更新ということもありますので、今の

形で、そのまま使えるかというと、それも非常に

難しいところがございますから、今後の団地跡地
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の利用が、ある程度、決定した時点では、そこは

しっかりと判断しなければいけないと、そういう

時期になるだろうというふうに考えております。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

○委員（上野一誠）ちょっと、もうさきの議会

で、私のほうも確認しているから、あえて質問は

しないつもりだったんですが。１点、やっぱり意

見・要望として申し上げておきたいことは、さき

の 委 員 会 の 内 容 で は 、 取 り 扱 い が 、 １ 日

１，０００トン以上ないと工業用水としては運営

が難しいという話をされて、場合によっては壊す

と。壊すという表現があったので、私は市長にで

すね、この意見は求めました。「市長、水道局は、

こういう話をするんだが、市長としての考え方は、

それでいいのか」ということで確認をさせていた

だきました。 

 「そげなふうなことを言うたけ」という話です

けども、市長は、仮に企業誘致をするとするなら

ば、やっぱり、あの水を生かしてほしいという話

をされているんですね。ですから、やっぱりきれ

いな水が出るので、それは最大生かさないかんと

いう思いがあって、立地企業の一つの条件として

非常にいい条件だという話もされたんです。 

 ですから、これはですね、今の所管課としての

気持ちはわかるんです。その工業用水としての、

やっぱり企業会計としてね。それはよく理解する

んですが、取り扱いはですね。今後、もう壊して

しまえば終わりなので、十分、その判断において

は慎重な取り扱い－億というお金をかけてつく

ってますので、やっぱりそれは十分慎重なる。一

つの跡地の活用はですね。もちろん局長が言うよ

うに、立地の企業体によって、いろいろあるでし

ょうから、それを含めて十分生かしていただくよ

うな、ほかでも扱えないのかどうかも含めるんで

すが、生かしていただけるような慎重な取り扱い

を意見・要望として申し上げておきたいと思いま

す。 

 何かあったら答弁を。 

○水道局長（落合正浩）企業運営の立場として、

我々は回答させていただきましたので、政策的に、

あれをどういうふうに生かすかというのは、今後、

やっぱり大きな判断になってくると思います。私

たちが、みずから勝手にということでなくて、今

の現在の立場としての発言をさせていただきまし

た。当然、本市発展のためにですね、やっぱり有

効活用できる方策というものは今後も検討してい

かなければならないというふうに考えてるところ

でございます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）次に、委員外議員の質

疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第１６１号、議案第１６２号 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１６１号

及び議案第１６２号の議案２件を一括議題といた

します。 

 これらの議案２件については、消費税の税率改

正に伴う条例改正でありますので、一括して説明

を求め、質疑を行った後、１件ごと討論・採決を

行います。 

 それでは、当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

１６１号それと議案第１６２号、水道料金とそれ

から給水負担金につきまして、平成２６年４月

１日から消費税の税率が改正されるため、今回、

改正をしたものでございます。 

 議案つづりの１６１－２が簡易水道、１６２－

２ページが上水道でございます。 

 現行の料金及び給水負担金は、税込み表示とし

ておりましたが、今回の改正におきまして、税抜

き表示に変更をいたしました。これは、今後、消

費税の改正が予定されていること、それから、料

金値上げと混同されることを避けるよう考慮した
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ものでございます。 

 料金表につきましては、簡易水道、それから、

上水道とも同じ料金表でございます。具体的に、

どういうふうに変更になるかということで、議会

資料のほうで御説明をいたしますので、２ページ、

３ページをお開きください。 

 ここに現行５％と、改正後８％の料金をお示し

してございます。まず、一般家庭の１３ミリの水

道メーターのところにつきましては、１０トン使

用したときに現行で１，２５０円。８％に改正さ

れますと１，２８０円ということで、３０円の消

費税分のアップでございます。 

 一般家庭では、平均的に月２０トンぐらいお使

いになりますので、２０トンの場合、現行が

２ ， ３ ５ ０ 円 。 消 費 税 ８ ％ に な り ま す と

２，４２０円ということで、７０円ほどの値上げ

といったことになります。 

 ２番目の給水負担金でございますが、現行の

１３ミリが、現行６万円が８％になりますと６万

１，７２０円ということで、１，７２０円が消費

税３％のアップ分でございます。 

 隣の３ページは水道事業でございますが、料金

及び給水負担金が全く同額でありますので、表も

全く同じでございます。料金も全く同じでござい

ます。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（福田俊一郎）討論・採決については、

１件ごとで行いますけれども、質疑につきまして

は、議案第１６１号、議案第１６２号、これを一

括で議題といたします。 

 質疑を行います。 

 それでは、御質疑願います。 

○委員（持原秀行）ちょっと教えてください。 

 給水負担金なんですが、これは１市４町４村合

併して、それぞれ給水負担金がないというところ

やら、あったわけですよね、今まで。 

 旧川内市の場合には、きちんと給水負担金

１３ミリから、それぞれ取っておって、ある程度

統一するときに、一旦、下げられた経緯もあるん

ですが、消費税が８％になったから上げる。その

前の３％の時代から５％になったときに、こうな

ったんですかね。 

 私は、これはあくまでもやっぱり消費税の中の

範疇に入るのかどうか、給水負担金ですね、そこ

をちょっと教えてください。 

○水道管理課長（元石功一）給水負担金が消費

税の課税対象になるのかどうかという、そういっ

た御質問だと思うんですが、給水負担金も消費税

法が適用される課税課目に該当するということで、

今回、５％から８％に値上げした分について加算

したところでございます。 

○委員（持原秀行）この負担金については、そ

れぞれ賛否両論あるわけで。出てくる企業にして

も大きなのを１００ミリですれば７４０万円とか

ですね、相当な負担になるわけですね。こうすれ

ば、やっぱり県内の状況とか、そういうところを

調べられた結果、今こういう、現行になっている

と思うんですけれども。この負担金という、この

金額設定自体は妥当なところなんでしょうかね。 

○水道管理課長（元石功一）先ほど旧川内市で

というお話がありましたので、旧川内市のことに

ついて、若干お話をさせていただきたいと思いま

す。 

 合併前の旧川内市におきまして、こういった水

道料金と給水負担金がセットになって水道事業会

計を運営してまいりました。平成４年に水道料金

の、旧川内市で改正をしましたが、この水道料金

を改正するときに、水道料金で幾ら収入があって、

それから給水負担金で幾ら収入があってというこ

とで財政計画を立て、そういった拡張事業に対応

するために平成４年に水道料金、それから、給水

負担金を改正したところでございます。 

 その給水負担金には、どの部分を賄ってもらう

かということで、拡張のときに企業債等、借り入

れをしますので、その起債の利子相当額に当たる

分については、これは給水負担金で賄おうといっ

た考え方で、当時、料金改定をしているところで

ございます。 

 拡張も進んでおりますが、全国的に見ればです

ね、やはり給水負担金、あるいは水道加入金とい

った形で、どこの事業体も、そういった形で徴収

をしている、新しく水道をとる方については、そ

ういった負担金、あるいは加入金をいただいてい

ると、そういったことが現状でございます。 

○委員（持原秀行）数値的なものとして比較と

か、できるような資料が提示されたら参考になる

と思うんですが。何かもし、後日、機会があると
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────────────── きに、それらを、ちょっと県内の状況とかですね、

出していただきたいんですが。    △議案第１６３号 薩摩川内市水道事業の

設置等に関する条例及び薩摩川内市簡易水

道事業及び飲料水供給事業条例の一部を改

正する条例の制定について 

○水道管理課長（元石功一）県内の事業体の、

そういったものについては、資料として出せると

いうふうに考えております。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 ○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１６３号

薩摩川内市水道事業の設置等に関する条例及び薩

摩川内市簡易水道事業及び飲料水供給事業条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といた

します。 

 それは、この議会中に出せるということで、よ

ろしいですか。 

○委員（持原秀行）はい、わかりました。 

○委員長（福田俊一郎）それで、よろしいです

ね。  当局の補足説明を求めます。 

○上水道課長（福山清和）おはようございます。  ほかにございませんか。 

 議案つづり１６３－１ページをお開きください。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。  議案第１６３号薩摩川内市水道事業の設置等に

関する条例及び薩摩川内市簡易水道事業及び飲料

水供給事業条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、御説明申し上げます。 

 それでは、委員外議員からございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑がないと認めます。 

 本市は、現在１上水道事業と２５簡易水道事業

及び２飲料水供給事業を経営しておりますが、経

営の自立、合理化を目指した国の水道ビジョンに

基づき、本市水道ビジョンを作成して、平成

２８年度には、本土地区を１上水道事業、甑島地

区を２簡易水道事業に事業統合することとしてお

ります。 

 これより、討論・採決を行います。 

 まず、議案第１６１号薩摩川内市簡易水道事業

及び飲料水供給事業条例の一部を改正する条例の

制定について、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 水道ビジョンの事業統合計画に基づき、祁答院

簡易水道の統合をはじめ平成２３年４月には、川

内、樋脇、入来、東郷の上水道事業を１事業に事

業統合したところであります。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。  今回、小倉簡易水道事業地域についても、本市

水道ビジョンに基づき事業運営及び施設管理の合

理化を図るとともに、安全で安心した水道水の供

給をはかるため、小倉簡易水道事業を薩摩川内市

水道事業として事業統合しようとするものであり

ます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、議案第１６２号薩摩川内市水道事業給水

条例の一部を改正する条例の制定について、討

論・採決を行います。 

 建設水道委員会資料の１ページをお開きくださ

い。上段の図面は本土部の給水区域を示しており

ます。丸で囲んであります小倉簡易水道区域が、

上水道事業に統合されますと、小倉簡易水道事業

が廃止され、上水道の区域が広がることとなりま

す。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

 下の部分拡大図をごらんください。統合後の事

業としましては、小倉簡易水道の水源及び配水池

を廃止し、現在、緊急用として高城川に架かる須

崎橋に布設してあります連絡管を配水管（口径

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 
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１００ミリ）として利用し、上水道区域から小倉

地区に水を供給する計画であります。 

 また、配水池のすぐ近くにあります高台の２軒

は、水圧が不足するため小型のポンプを新設し給

水する考えであります。 

 次に、条例改正の内容を説明いたしますので、

議案つづり、その１の１６３－２ページをお開き

ください。 

 今回、提案いたしました薩摩川内市水道事業の

設置等に関する条例の一部改正については、第

１条で、第２条第２項第２号中の給水人口７万

９，８００人を、８万１００人に改め、同項第

３号中の１日最大給水量３万２，７００立方メー

トルを３万２，８００立方メートルに改めるもの

であります。 

 第２条において、薩摩川内市簡易水道事業及び

飲料水供給事業条例の一部改正では、別表中、川

内地域の部から小倉簡易水道事業の項を削ろうと

するものであります。 

 また、附則で、この条例の改正につきましては、

規則で定める日から施行したいと考えております。 

 以上で、議案第１６３号の説明を終わります。

よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）ちょっと議案の取り扱いを

少し確認させてください。 

 これ、上水道と簡易水道の事業統合ということ

で、平成２７年度から、そういう動きになるんで

すが。甑、小倉簡易水道を上水道、するというの

は、いわばそことの整合。特別にやるんですけれ

ども。議案上、そことの関係というのは、どうい

うふうに取り扱いを理解しておけばいいんですか。 

○上水道課長（福山清和）小倉簡易水道を一応、

今回やるというのは、本来ならば平成２７年度に

全部、資産台帳整理が済みまして、平成２８年度

からの事業統合になるので、一遍にやるのが理想

なんですけれども。まず、小倉の水源の問題がご

ざいまして、平成２４年度の段階で地元からの要

望がございまして、一応、何回か協議をしたわけ

ですが、塩分濃度が上がってきているというのが

ありまして、水道法の基準の中には入っているん

ですけれども、宅内のボイラーがちょっと傷みが

早いとかですね。そういう話がありまして、でき

れば、できるだけ早く切りかえてくれという相談

がございましたので、昨年度に一応、補正予算を

とって、すぐ認可のための手続をとって、今年度、

事業認可の申請をする下準備を、今しているとこ

ろでございます。 

 それで、一遍にするものと比べて、今回は別途

にお願いしたいという形になります。 

○委員（上野一誠）事業統合によって、この小

倉簡易水道が持っていた起債、そういうものは、

状況はどうなんですか。 

○水道管理課長（本石功一）小倉簡水につきま

しては、ちょっと今、手持ちの資料を持っており

ません。 

○委員（上野一誠）そこの取り扱いが今後です

ね、やっぱり財政処置の仕方が。事業統合するに

当たって、ポイントになるもんですから。あえて

事前に、こういう質問もしているんですけど。と

いうことは、塩分というか、硝酸性というか、そ

ういう水の状況が悪いので、特別に急いで、上水

道にしなきゃいけないと、そういう提案であると

いうふうに理解していいんですか。 

○水道管理課長（元石功一）今ほど、そういっ

た事業統合をする簡易水道の起債の関係、御心配

をしていただいておりますが、前回、木場茶屋簡

易水道を水道事業に事業統合をいたしました。 

 木場茶屋簡水は、起債はございませんでした。

あとの全体の簡易水道が持っている起債の残高と

いうのが２０数億円ございます。その２０数億円

のうち、小倉簡易水道が幾らあるか、ちょっと把

握をしておりませんが、本土地域が１０億円、甑

地域が１０億円、合計２０億円ちょっとだったと

考えております。 

 事業統合をするとき、１０億円の、そういった

借金がある、そういうのを水道事業に事業統合す

るといったことで御心配をされているというふう

に思っておりますが、それにつきましては、今後、

財政当局と、そういった１０億円の借金を水道事

業が全て賄うのかどうか、その辺について、今後、

財政当局と協議をしていきたいというふうに考え

ております。 

○委員（上野一誠）このことは、私も新たな場

で一応、やっぱり主張もしたいと思っているんで

すけれど。結果的に今、水道局の年間の余剰金と
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いうのは、やっぱり収益として５億円ぐらいを持

って、過年度分を使ってローリングしているわけ

ですね。したがって、まさに運営としては余裕が

ない。だから、そういう中で、やっぱり簡易水道

の、仮に２０億円が統廃合をした場合にですね、

これを上水道にかぶせる、ということは、これは

莫大な水道料金の値上がりにつながっていくとい

うことは、もう明らかだと思いますね。 

 したがって、このことはですね、十分統廃合に

当たっては、財政当局がしっかりこれを、いわば

応援するというか、手だてをしていかないと、や

はりこれは厳しい状況になると思います。 

 ですから、平成２６年度の中で、いろいろ、こ

の統廃に向けた議論もされるでしょうから、やっ

ぱり十分、この簡易水道の持つ起債、あるいは上

水道の持つ起債等を踏まえると、やはりその統廃

時に、やっぱりしっかりとした財政措置がされな

いとですね、これはなかなか厳しい。それは改め

てまた、私は場を得て質問したいと思いますけど。 

 小倉の場合は、今、起債はわからないと、多分、

甑で１０億円持っていたらですね、何らかの、や

っぱり起債を持っているんじゃないかなというふ

うには推定ができますけれど、それが水道料金に

はね上がらないようにですね、やっぱりしていた

だきたいと思いますね。 

○委員（小田原勇次郎）今の上野委員の質疑に

関連してですが、小倉の起債部分については、上

水に事業統合はしたとしても、その起債を現段階

において精算する必要はなく、今のところは平成

２８年度の全体統合の中で一括処理をするという

認識でおってよろしいわけでしょうか。 

○水道管理課長（元石功一）その辺の詳細につ

きましても、今から財政のほうと協議をいたしま

すので、平成２８年度の事業統合で一括してやる

のか、それとも前倒しにした、そういった小倉の

簡水については、前倒しで、それもやるのかです

ね、その辺についても今から、そういった協議の

場をつくっていきたいというふうに考えておりま

す。一括でやるか、前倒しでやるか、そこはまだ、

今から検討していきたいというふうに思います。 

○委員（小田原勇次郎）理解をいたしました。

小倉の簡水の起債の部分については事業廃止をし

たとしても、即座に返済をしなければならないと

か、そこらあたりの疑問は生じないという理解で

よろしいんですね。 

○水道管理課長（元石功一）そのとおりでござ

います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第１７０号 平成２５年度薩摩川内 

市簡易水道事業特別会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１７０号

平成２５年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補

正予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

１７０号平成２５年度薩摩川内市簡易水道事業特

別会計補正予算について御説明いたします。補正

の内容につきまして説明いたしますので、補正予

算書の７５ページをお開きください。 

歳出のうち、１款１項１目一般管理費におきま

して、公課費を９８万２，０００円減額するもの

でございます。これにつきましては、消費税の納

税額の確定により減額するものでございます。 

 次に７６ページになります。３款１項１目元金

については、財源調整を行ったものでございます。 

 次に、歳入について説明をいたします。前の

ページになります、７３ページでございます。

６ 款 １ 項 １ 目 一 般 会 計 繰 入 金 ２ ６ １ 万

７，０００円を減額するものでございます。歳入

歳出補正予算に伴い、一般会計繰入金を調整した
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ものになります。 

 ７４ページになります。８款２項１目雑入

１６３万５，０００円増額するものでございます。

消費税の納税額の確定に伴い、消費税の還付が生

じたため、今回、補正をするものでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第１７１号 平成２５年度薩摩川内

市温泉給湯事業会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１７１号

平成２５年度薩摩川内市温泉給湯事業会計補正予

算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

１７１号平成２５年度薩摩川内市温泉給湯事業特

別会計補正予算について御説明いたします。 

 歳出から説明いたします。同じく８４ページを

お開きください。１款１項１目一般管理費のうち、

職員手当２０万円増額するものでございます。こ

れは、新公衆浴場建設に伴い、地域住民の方々の

意見集約を目的に地元で説明会を開催しておりま

すが、その経費でございます。 

 前のページになります。８３ページでございま

す。歳入について説明をいたします。３款１項

１目一般会計繰入金２０万円の増額でございます。

歳出の増に伴う一般会計繰入金の調整でございま

す。 

 以上が議案第１７１号平成２５年度薩摩川内市

温泉給湯事業特別会計補正予算でございます。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１６９号

平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題

といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予

算のうち、水道管理課分について御説明をいたし

ます。同じく補正予算書の３９ページをお開きく

だ さ い 。 ４ 款 ３ 項 １ 目 水 道 費 ２ ４ １ 万

７，０００円減額するものでございます。説明欄

に記載してございますが、今回の簡易水道事業特

別会計へ補正、それから、温泉給湯事業特別会計

への補正がございましたので、それに伴う簡易水

道事業会計への繰出金の２６１万７，０００円の

減額、また、温泉給湯事業特別会計への繰出金

２０万円の増額でございます。 
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 以上で、説明を終わります。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号一般会計補正予算の審

査を一時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から報告ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）それでは、これより質

疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）１点だけ教えてください。 

 祁答院においては、水道の管きょの図面がない

ということで、随時復帰していくということだっ

たんですけど。実は、昨年、料金等が改正されま

して、漏水において水道局の方々が判断される材

料ですかね、そういうのは、どういうのが基本的

にはあるんですか。 

○水道管理課長（元石功一）漏水についてのお

尋ねなんですが、まずは検針員さんが気づく漏水、

それから一般の方が気づかれる漏水というのがご

ざいます。宅内についてはですね、検針員の方が

２カ月に１回、メーターを検針されますので、漏

水があればですね、そこで使用者の方に漏水があ

るかもしれませんのでということでお知らせをし

ているところでございます。 

 メーターを見ていただきますと、パイロットと

いうのがございますので、そこがくるくるくるく

る回っていると、そういった状態であればですね、

水を使ってないのにどこか水が漏れているなとい

うことで使用者の方に、ひょっとしたら漏水があ

りますよといったことで、お知らせをしていると、

そういった状況でございます。 

○委員（大田黒 博）基本的なものなのでしょ

うけれども、検針者が、その月のメーターが上が

っておけば、漏水だろうと思って依頼されるわけ

ですよね。そこには、何か洗濯水の使用が少し多

くなったか、用途の確認をしなきゃいけませんよ

ね。それはそれとして、事情を聞けばわかるんで

しょうけれども。水道局自体で、そういうのを含

めてですね、用途が、そんなにないのに、水道

メーターが上がっている中で、クエスチョンマー

クでされるわけですよね。そういうのを高齢者に

すると全くわからないような状況であるんであっ

て、検針者の方々が気をつけていただいておけば、

漏水はわかるんでしょうけども、祁答院あたりに

おいては、そういう配管の図面等がなければ、特

に大変なんだろうなと思っておるんですけれども、

その対策は、何かないものなんでしょうか。 

○水道管理課長（元石功一）毎回の検針時にで

すね、前回の使用水量のデータがございますので、

そのデータと比較して２割以上多く出ておれば、

そういったメッセージが出るようになっています。

そこで使用者の方がいらっしゃれば、今回、ちょ

っと水道がたくさん出てますが、何かお使いにな

りましたかとか、そういったことを確認しながら、

検針をしていると。それとあと、検針が終わった

結果、そういったのをもう１回チェックをします

ので、そういったものがあればですね、職員が個

別に聞き取りに行く。あるいはメーターを、もう

１回確認に行くといったことで、特に漏水でない

かと思われる、そういった世帯については、職員

も検針の後、個別に訪問をしてですね、確認をし

ながら漏水対応については対応しております。 

○委員（大田黒 博）祁答院では本管があって、

それから出ているのにおいては、どこがどういう

形で出ているかわからないわけですよね。ただ、

漏水においての、その感知器というのはあるんで

すよね。その漏水しているなというのをキャッチ

する機械はあるんですか、ないんですか。 

○上水道課長（福山清和）漏水につきましては、

例えば、配水池の水位がどんどん下がるとかいう

形になりますと、どこか本管の大きな漏水だろう

ということでする場合と、それから、ポンプの故

障によって、上に水が上がらない、そういう場合

もありますし、ポンプもまともなんだけど、送水

管、要するに配水池まで行くところが割れて入ら

ないという、そういういろんなパターンがあるん
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ですが。今おっしゃる宅内の漏水関係につきまし

ては、メーター器の手前で、大体、先ほどありま

したパイロットメーターの関係があるんですけれ

ども、その２次メーター器までを１次という形で、

本管からメーターまでを１次、メーターを過ぎて

から宅内で使われる分を２次という形で考えてい

ただいて、２次の場合にはパイロットメーターで

見るしか方法はありません。 

 だから、１次側については、現在、メーター器

の手前までの漏水については、水道局の水を、向

こうは料金、払わないけど、こちらは損をするの

で、減免の対象にはもともとならないところです

ので、そこまでは、うちが見つけた場合は修理を

しております。道路であろうと、メーター器の手

前までは。ただ、２次側につきましては、その方

の所有物になりますので、漏水が減免できる場所

と減免できない場所がございますので、例えば、

目に見えるようなところで水をたらして－それ

は自分の過失であった場合、そういうものは減免

の対象になりませんし、見えないところ、地面の

中とか。そういうところで漏れていて気づかなか

ったという場合の、そういう場合は現場に行って

確認をした後に給水工事店の方、工事をされる方、

そことの確認をした上で漏水減免の対象になると

すれば水道管理課のほうに言って、水道管理課の

ほうで減免対象の処理をするという形になります。 

 それと今、お聞きしました、どこがわからない

というのは耳で聞く機械があります。ただ、それ

はなれないと難しいということと、車の騒音とか、

そういう形をカットするような性能のよくなって

いるものもあるんですが、なかなか難しい。だか

ら、それは主に配水管の道路の中の漏水等に使っ

ております。どうしてもわからないという形があ

った場合には、こちらで行って確認することは可

能ですけれども、個人の宅内に関しては業者さん

のほうに、その運用ができるような方々、一時的

に貸して調べてもらうというのは可能だというふ

うに考えています。 

○委員（大田黒 博）１点だけですね、今、言

われる漏水をキャッチする、そういうものですね。

高齢者宅での漏水を、検針の方でしたけども、漏

水だろうということで、すぐに見つけられました

ので。そうであればですよ、定期的に、そういう

ものが確認ができるんであれば、少し場所を区切

って定期的にしていただけないかのかなと思った

ものですから、質問いたしました。わかりました。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

○委員（上野一誠）いよいよですね、この平成

２５年度の年度内の、いわば事業執行というか。

やっぱりそういう時期をある程度、見きわめなけ

ればならない時期が来ていると思います。この場

で入札制度を議論しようとは思いませんけども。

先日、建設協会の人たちとも、一応、そういう懇

談の会合がありました、議会との。合併をしてで

すね。合併当時、約１６０億円の普通建設事業を

こなしていたのが、結果的にはそれを極端に

６０億円の頭出しの投資になったり、いわば、こ

こ約９年間、業界としても、そういう市の行政が

行う事業費のいろんな動向を見きわめながら、結

果的に経営方針を大きく変えたり、あるいは雇用

のいろんなそういうものについても首切りが行わ

れたり、縮小したりして、その時代、時代で対応

せざるを得なくなってきたというのが現実だと思

いますね。 

 ここに至って、やはり業者の人たちが、景気が

上がってきて、いろいろやる中で、入札でいろん

な事業が出てきたものの、それに十分耐えるだけ、

対応できるだけの人員確保というものがなかなか

難しい、そういう現状もあるわけです。そうする

と、これは建設課、全部そういう事業系を含める

と、やはりそれを本当に薩摩川内市が年間のそう

いう事業費用を当初に、あるいは補正で上げる。

それが果たして事業執行として本当に順調に行っ

ている現状にあるのかどうか、そういうところが、

いろいろとちまたに声として不落があったり、入

札参加がなったりですね、そういうものが今、

我々議会のほうにも声として、非常に上がってき

ています。 

 そうすると、やはり入札制度も含めて、現場監

督も含めて、専任化含めて、いろんな形が十分業

者が対応し切れない。そういうものが現実かなと

思うんですけれども、今、水道局が抱える平成

２５年度の一つの業者発注をかけなきゃならない、

入札をかけなきゃいけない、そういう時期に当た

って、事業進捗というのは、どんなふうにありま

すか。 

○上水道課長（福山清和）今おっしゃいました

ように、事業進捗としては年度の、一応、中で一

－13－ 



番年度内におさめないといけない工事というのが、

繰り越しのできないもの、それから、例えば、そ

ういうものについては、甑島の特定離島とか、そ

ういうものもございます。 

 それと、事業が、例えば道路改良に伴って切り

かえをしてくれとか、橋をかけるからとか、国道

のこういうやつとか、県の産廃の関係とか、いろ

いろありますけど、工期をここまでしてほしいと

いうやつに対して優先しております。まず、それ

を優先して執行するという形にしておりまして、

確かに入札中止が一時的に県とか国とか、市の中

でも、やっぱり一遍に出ますので、ここの景気拡

大で。ただ、上野委員もおっしゃるように、もう

団塊世代のベテランの方がやめていらっしゃる、

または、仕事がないときに、もうやめられて転職

をされた方なんかがあって、なかなか現場代理人

とか、そういうのが難しいという状況にはありま

す。 

 執行としては、おおむね大体できておりますが、

年間の計画の中で、先ほど言ったように更新事業

とか、そういう後に残すようなものについては、

やむを得ず繰り越しになる可能性が出てくるとい

うふうに思っておりますが、それについては上水

道事業の分で、簡易水道事業については、何とか

年度内におさめられるんではないかというふうに

思っております。 

 以上です。 

○水道局長（落合正浩）国とか県等の大きな補

正等がついた場合に、それをきっちりこなせるか

どうかというものが、やっぱり不安があろうかと

思います。事業を効率的に進行していくためには

二つ大きな柱があると思います。一つは入札制度、

それと、あと一つが発注計画だと思います。我々

は事業サイドですから、この発注計画のほうの責

任を持っているわけでございますから、今、上水

道課長が申し上げましたように、通常の発注形態

でいきますと、何となく年度内におさまっていた

ものが、非常にきつくなってきております。です

から、入札をかけましても、どなたも手を挙げて

いただけないという案件があるんですけれども、

何とか３月までの間に、そこは工夫しながら年度

内に終わらさなければならないものは、めどはつ

いております。 

 ただし、予算として来年度を含めてですね、執

行できるものについては、そういう工夫をしてい

きたい。要するに我々としましては、まず、何を

優先的にしなきゃいかんかという事業を選別しな

がら、その中できっちりと発注計画を、年度をも

ってやっていくということが、来年度以降の、ま

た、新たな課題になってくると思っておりますの

で、そういうことを含めて財政が許す範囲内での

執行をしっかりやっていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○委員（上野一誠）今、局長が言われたのは、

予算化して提案したものは、いわば水道局の責任

として年度内に終えるようにしたいという、そう

いう決意だというふうに思うんですけども。私は

建設部ほか含めてですね、平成２５年度の、いわ

ば執行できなかった、そういう事業費を少し注視

しているですよ。本当に、総体的に薩摩川内市で

どのぐらい執行できなかったかということが、す

ごく気がかりというか、そういう状況が。多分、

今の、それぞれがやり遂げるという根性を持って

おやりになっても、やっぱり業者の対応もありま

すからね。そうすると今の状況から見るとですね、

結構な数が入札できなかったり、執行できなかっ

たというものが聞こえてくるので、やっぱりそこ

らあたりは、我々は年間の予算を審議して議決を

する以上は、当然、年度内において、それが執行

されるものとして、やっぱり議決をしていくわけ

ですね。 

 あるいは、地域にとっては、これは平成２５度

内でやりますよということを、そこの関係者、議

会には、立場上、報告をする。そういうことが執

行されないとなると、また、行政としての生き方

が問われるというのがありますので、やはり、こ

こらはいろいろ部課署内含めて、今後、今おっし

ゃったように入札制度発注計画も含めて薩摩川内

市の全体的なあり方として議論をしていく状況に

入っているのではないかなというような気もしま

すけど。そこらあたり、水道局として、局長は契

約検査課もされていたので、所管でいいですから

考え方を教えてください。 

○水道局長（落合正浩）入札制度については、

市全体で、今後、考えていかなきゃならないと思

いますので、そこも含めて、私も入札契約運営委

員ですから、問題点をしっかり出しながら、制度

については、また、議論していきたいと思います。 
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 それと、あと一つ。予算の執行でございますけ

れども、水道局でいいますと、地方公営企業法に

基づく会計と、地方自治法に基づく会計をやって

おります。地方自治法でいうところの２１３条の

特例として繰り越しですね、単年度会計の原則が

ある中で、特例として理由があれば繰り越しでき

るというものがございます。 

 それと地方公営企業法の２６条の中では、その

年に支払いの事実がないものは、繰り越して使え

るというのがありますから、現場といいますか、

業者の方々に非常に無理がいかない形での、その

辺の工夫はやはり検討せないかんという、それを

一番にするという意味ではなくて、そういう方法

等もありますから、いろいろ現場の状況を見なが

ら、やはり市の考え方としても、その辺を整理で

きればというふうに考えて、臨時的であってもで

すね。していきたいというふうに考えております。 

○委員（上野一誠）意見、要望として。 

 一応、繰り越しの捉え方もいろいろありますけ

れども、また、そういう点では、何というのか、

事業に停滞のないようにですね、ひとつぜひ、取

り組みを努力していただきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（福田俊一郎）上野委員、先ほど、最

初で言われましたとおり契約検査課にかかわるも

のも含めまして、ちょっと整理をさせていただい

て、この意見については、ちょっとまとめてみた

いと思います。 

○委員（小田原勇次郎）総論部分は、もう上野

委員が、るる述べられましたので、私は１点だけ

各論で、検針の部分について１点だけ。今は水道

の検針は、いわゆる一般の市民の方に委託して検

針をお願いしているという状況であります。 

 当然、メーターが民地にありますので、民地へ

の出入りがあるということと思われまして、いわ

ゆる私服での立ち入り、「だいか我げぇ、木戸を

越えて入って来やったが」とか、市民の方々から

の誤解を招かないように、何か腕章をつけるなり、

水道検針員であると一目わかられるような方策を、

今、御検討なのかをちょっとお聞かせ願いたいん

ですが。 

○水道管理課長（元石功一）今、小田原委員の

ほうから腕章をとか、そういったわかりやすい服、

そういったことでお話をされましたが、まさしく、

そのとおり今、腕章の準備をしているところでご

ざいます。腕章ができ上がってきて、次回の検針

から、そういった腕章をつけた検針員さんが検針

をするというふうにできるようにですね、今、や

っているところでございます。 

○委員（小田原勇次郎）十分に理解をいたしま

した。過去、その検針員さんが私服で民地に立ち

入って、「おはんなだいな」というようなトラブ

ル等の御報告はなかったという認識でよろしいで

すね。 

○水道管理課長（元石功一）はい。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。

よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、水道管理課・上水道課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △下水道課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、下水道課の審査

に入ります。 

────────────── 

   △議案第１６４号－議案第１６８号 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１６４号から議案第１６８号の議案５件を一括議

題といたします。 

 これらの議案５件については消費税の税率改正

に伴う条例改正でありますので、一括して説明を

求め、質疑を行った後、１件ごと討論・採決を行

います。 

 それでは、当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）下水道課です。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、議案第１６４号から議案第１６８号

までの議案５件につきまして、一括して御説明い

たします。 

 なお、今回の条例改正議案につきましては、先

ほど局長からもありましたとおり、来年４月１日

からの消費税の税率改正に伴うものであります。 

 それではまず、議案第１６４号薩摩川内市上甑
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地域戸別合併処理浄化槽条例の一部を改正する条

例の制定について御説明いたします。 

 議案つづりその 1 の１６４－１ページをお開き

ください。 

 提案の理由につきましては、さきの本会議にお

いて、説明しておりますので省略させていただき、

１６４－２ページをお開きください。 

 改正の内容につきましては、記載のとおりであ

りますが、別表につきまして、これまで税込みの

総額表示としておりましたが、今後、消費税率の

改正が予定されておりますことを踏まえ、今回、

外税表示に変更することとしております。 

 別表は、消費税を含まない額となっております

ので、この額に消費税及び地方消費税の税率を乗

じて得た額を加えた額となります。 

 それでは、改定後の使用料について、御説明い

たしますので、別冊となっております議会資料、

水道局の５ページをお願いいたします。 

 平成２６年４月１日から消費税率が５％から

８％に引き上げられることに伴い、表のとおり、

５人槽で現行３，０００円が３，０８５円に、

７人槽で３，２００円が３，２９０円に、１０人

槽で４，２００円が４，３２０円に、それぞれ消

費税率改正分の引き上げとなります。 

 次に、議案第１６５号薩摩川内市農業集落排水

処理施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て、御説明いたします。 

 議案つづりその１の１６５ページをお開きくだ

さい。 

 提案理由につきましては、さきの本会議におい

て、説明しておりますので省略させていただき、

１６５－２ページをお開きください。 

 改正の内容につきましては、記載のとおりであ

りますが、別表は、先ほど説明いたしました議案

第１６４号と同様、消費税を含まない額となって

おりますので、使用料につきましては、区分ごと

により算定した額に消費税及び地方消費税の税率

を乗じて得た額を加えた額となります。 

 改定後の使用料につきまして、御説明いたしま

すので、別冊となっております議会資料、水道局

の６ページをお開きください。 

 議案第１６４号と同様、消費税率の引き上げに

伴い、一般家庭の平均的な汚水量２０立方メート

ルで現行の３，０００円が３，０８０円に、また、

３０立方メートルで３，８５０円が３，９５５円

となります。 

 次に、議案第１６６号薩摩川内市漁業集落排水

処理施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て、御説明いたします。 

 議案つづりその１の１６６－１ページをお開き

ください。 

 提案理由並びに、次のページになります

１６６－２ページの改正内容とも、先ほど説明い

たしました議案第１６５号と同様であります。ま

た、改定後の使用料につきましても、別冊となっ

ております議会資料の７ページになりますが、内

容につきましては議案第１６５号と同様でありま

す。 

 次に、議案第１６７号薩摩川内市公共下水道条

例の一部を改正する条例の制定について、御説明

いたします。 

 議案つづりその１の１６７－１ページになりま

す。 

 提案理由並びに、次のページ１６７－２ページ

の改正内容とも、議案第１６５号並びに１６６号

と同様であります。また、改定後の使用料につき

ましても、別冊となっております議会資料の

８ページになりますが、内容につきましては、こ

れまでと同様であります。 

 最後に、議案第１６８号薩摩川内市地域下水処

理施設条例の一部を改正する条例の制定について、

御説明いたします。 

 議案つづりは１６８－１ページになります。 

 提案理由並びに１６８－２ページの改正内容と

も、先ほどの議案第１６５号から１６７号までと

同様であります。また、改定後の使用料につきま

しても、別冊となっております議会資料の９ペー

ジになりますが、内容につきましては、これまで

と同様であります。 

 以上で、議案第１６４号から議案第１６８号ま

での説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 議案第１６４号から議案第１６８号まで、一括

して御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 
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 委員外議員はございませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 まず、議案第１６４号薩摩川内市上甑地域戸別

合併処理浄化槽条例の一部を改正する条例の制定

について、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、議案第１６５号薩摩川内市農業集落排水

処理施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 次に、議案第１６６号薩摩川内市漁業集落排水

処理施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、議案第１６７号薩摩川内市公共下水道条

例の一部を改正する条例の制定について、討論・

採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、議案第１６８号薩摩川内市地域下水処理

施設条例の一部を改正する条例の制定について、

討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第１７２号 平成２５年度薩摩川内

市公共下水道事業特別会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１７２号

平成２５年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

１７２号平成２５年度薩摩川内市公共下水道事業

特別会計補正予算について、御説明いたします。 

 各会計予算書、予算に関する説明書の８８ペー

ジをお開きください。 

 提案理由及び補正予算の内容につきましては、

さきの本会議で説明しておりますので、省略させ

ていただきます。 

 それでは、歳出から御説明いたしますので、

９６ページをお開きください。１款１項１目一般

管理費の公共下水道管理費３１２万４，０００円

の増額は、本年度の消費税確定申告の実績に伴い
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○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 消費税の中間納付が発生したことによる公課費の

増額であります。  よって、本決算は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。  次に、歳入につきまして、御説明いたしますの

で、前に戻っていただき９４ページをお開きくだ

さい。３款１項１目公共下水道事業費補助金５万

円の増額は上甑地域の中甑中野浄化センター長寿

命化計画策定事業に係ります国庫補助金の内示に

よる増額であります。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第１６９号一般会計補正予算

を議題といたします。  次に、４款１項１目一般会計繰入金３０７万

４，０００円の増額は、歳出の補正に対応し増額

するものであります。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予

算のうち、下水道課分について、説明いたします。 

 続きまして、繰越明許費について御説明いたし

ますので、前に戻っていただき９１ページをお開

き く だ さ い 。 第 ２ 表 繰 越 明 許 費 の 設 定 額

１，０００万円は、上甑地域の中甑中野浄化セン

ター長寿命化計画策定事業に係るものであります。 

 各会計予算書、予算に関する説明書の５２ペー

ジをお開きください。８款５項４目下水道費の事

項公共下水道費３０７万４，０００円の増額は、

先ほど御説明いたしました公共下水道事業特別会

計補正予算の歳出に対応するため繰出金を増額す

るものであります。 

 本業務につきましては、老朽化に伴う下水道施

設の更新事業を国庫補助事業で実施するためのも

ので、国が定めた土木、建築、機械設備、電気設

備に関し、専門的見地から検証し、技術的な事業

計画の策定が求められることから、下水道施設に

関し専門的かつ高度な技術を要する下水道事業団

に委託したものでありますが、事業団において提

案公募型の入札公告を行った結果、入札参加者が

なかったため、再度入札手続が必要となり、年度

内の完了が見込めなくなったものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これにより質疑に入ります。 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号一般会計補正予算の審

査を一時中止します。  御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ ────────────── 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。    △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  当局から報告ありませんか。 

○下水道課長（須田徳二）特にございません。  これより、討論・採決を行います。 

○委員長（福田俊一郎）これより質疑に入りま

す。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。  御質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）私は１点だけ、すみま

せん。耳の痛い話になるかもしれません。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。  いわゆる都市下水路の、いわゆる計画変更の案

を先日、市民説明会を開催されまして、市民の［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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方々から、その変更案に対して、特に御意見、御

異論等ございませんでしたでしょうか。そこらあ

たりの１件、確認を。 

○下水道課長（須田徳二）住民説明会を１１月

２４日の午後と夜、１１月２６日の午後と夜と、

延べ４回実施しております。 

 その中で計画変更についての質問というか、御

意見等は特にございませんでした。今後のスケジ

ュールとか、そういうことについて若干の意見と

いうか、聞き取りがあったということでございま

す。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）特に意見要望という形

では、申し上げませんけれども、私も計画変更の

説明会の一こまに、傍聴人として参加をさせてい

ただきました。 

 市民の関心がないのかなという部分、もちろん

法的な手続の中では都市計画変更を打たなきゃい

けないので、また、意見開陳の法的な機会という

のは設けられておるんですが、フランクに述べら

れるのは、やっぱりこの住民説明会しかあり得ん

もんですから。そこらあたり－これは意見、要

望ではありませんけど、今後、もっと市民が興味

を持って参加していただけるような、何かいいス

タイルに、これは都市マスタープランの関係、都

市計画のほうも一緒なんですが、そこらあたりを

また－何かＦＭでも流れましたけれども、ＦＭ

さつませんだい等でも広報はしておられたんです

が、そこに対する行政の信頼度があって、市民は

もう関心がないんだというふうに全員の解釈をし

ようとは思うんですが、そこらあたりを市民の皆

さん方に、もっと広報ですね。そういう部分がで

きるように検討すべきなのかなと、ちょっとこれ

は感想でした。そういう感想を持ったところでし

た。 

○下水道課長（須田徳二）下水道課としても、

まさしく、そのようなことを考えております。昨

年、全体計画の見直しに際したときも、地主説明

会を実施したんですが、そのときは３名しか参加

者がなく、今回は、それではだめだということで、

広報、ＦＭさつませんだいで。最終的には、この

地域関係のコミュニティ会長のところに行って、

こういった説明会も行いますのでということで

－強制で来てくださいという話じゃございませ

んので、周知方をお願いできませんかということ

で、やったんですけれども、結果として、こうい

うことでありました。 

 今後は、そういったことも踏まえて、どういっ

た形で出席していただけるかは、こちらも検討し

ていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員ございませんか。 

○議員（谷津由尚）ありがとうございます。 

 すみません。過去４年ぐらいの間に、この委員

会でですね、数回、言わせていただいた件なんで

す。下水道の料金のですね、ベースになる金額算

定基準が使用水道料と全くイコールということで

すね。この件については幾度となく過去４年ぐら

いの間に言わせていただいたんですが、その後、

見直しをされるという、その可能性は、現時点で

はどうなんでしょう。 

○下水道課長（須田徳二）今の議員の意見は、

市民の方々からも、そういった質問等も受けてお

ります。ただ、下水道の使用料というのを把握す

る意味で、水道の蛇口から出てくる水の量で把握

する以外ないということで、全国的にも、もう

９０％以上が、そういった形でやっています。 

 ただ、どうしても減免してほしいということで

あれば、別にメーターをつけていただいて、減免

するというような形でしか、その下水道の水量を

把握することは、ちょっと難しいということで、

全国的な流れとして、そういう流れできておりま

す。 

 薩摩川内市としても、そういった形で－別に、

どういった形で把握するかという方法がないもの

ですから、やはりそういった形で、全体的な流れ

でやっているというところでございます。 

 以上です。 

○議員（谷津由尚）２回目ですから、最後です。 

 私、これいろいろ考えたんですが、私が今、お

預かりしている要望というか、一部苦情もあるん

ですが、約１００件預かっています。それも下水

道が今、完備されている地域に限定されています。

それをベースにお話をさせていただくんですが、

これは行政として、私リスクになるんではないか

と思うんですね、長期間、このままいきますと。
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今、全国的に、そうだということをおっしゃった

んですが、全国的に見ますと、つぶさに見ていき

ますと、この考え方を変えている自治体も既にあ

ります。それもう事実です。 

 例えばですね、こういうケースがあるんです。

さまざまなケースがあるんですけど、大概は問題

ないと思うんです。ところが、１，０００に一つ

や二つのケースとして、例えば、その一般の御家

庭で２０立米を超えたとします。その時点で、そ

の従料金制が変わる。単価が変わりますので、料

金は明らかに変わるわけですが、そのぎりぎり超

えた要素というのが、たまたま、その月に洗車を

２台、２回やったんだと、合計４台分やったんだ

と。そういう話がもしあったとしましたときにも

証拠はないんですね、シビアな話をしますけど。

証拠はないんですが、明らかに、そのやられた方

というのは、そこに何らかの不満をお持ちになる

のは当然かなと思うんですね。 

 そのときに、先ほどおっしゃった、だったら、

もう別にメーターをつけてやってほしいというこ

となんですが、確かにそうなんですが、そこに行

くまでの話でもないんですね。これは一般家庭の

お話ですから。そうなったときに、私が思うのは

ですね、やはりこれは長く置いておくと、こうい

うケース自体そのものがリスクになるではないか

と思いますし、逆に見方を変えますと、行政とし

て、ここでやはりサービスという精神になってで

すね、事業者とお客さんという間で考えるならば、

もっとそこは柔軟に対応されてもいいんではない

かという、そういう余地がですね。あるんではな

いかというふうに思われてしょうがないんですね。 

 質問という形ですが、そういうことをですね、

今後、ぜひ検討をしていただきたいんですが、い

かがでしょうか。 

○水道局長（落合正浩）下水道課長が申し上げ

ましたように、下水道につきましては基本的に、

そこで使った水を、そこで処分して、また、自然

に帰すということが原則でございます。ですから、

そこで使う水は上水道区域での水道水が基本にな

ってまいります。それを、その家庭で使われた分

を処理して、適切に公共用水域に返すということ

になってまいります。 

 それと、いろんな料金についての、皆様方から

の御意見の中で、そういう話も出てきているとい

うのも事実でございます。ただ、現時点では、薩

摩川内市におきましては、このうちがとっており

ます制度が一番望ましい形ではないかなと思って

おります。 

 ただ、いろいろな住民の方々に、今、言いまし

たように、ある数量、１９立米から、また、

２０立米を超えた場合の料金という形も出てくる

かもしれませんが、そういうところについては、

また、きっちりと説明をしていくというのが一つ。

それと、時代の流れの中で、もう少し工夫する余

地がないかということもありますので、それはち

ゃんとしていくということは、我々がしていかな

ければいかんことだと思います。 

 私、今、申し上げましたように現在の制度が薩

摩川内市の下水道料金の中では、今のところ一番

適切な形ではないかなというふうに考えていると

ころでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、下水道課を終わります。 

 どうも御苦労さまでした。 

────────────── 

   △建設政策課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建設政策課の審

査を行います。 

まず、建設部の審査に先立ち、部長に概要説明

を求めます。 

○建設部長（泊 正人）お疲れさまでございま

す。 

 ただいまから、建設部６課２室の審査をよろし

くお願い申し上げます。 

 今回は、一般会計の補正予算のほうで大きく建

設整備課のほうで道路改良に伴います工事請負費

約１億円、それから、建設維持課のほうで毎年、

お願いをしております１５カ月予算という道路維

持費の工事請負費、あるいは委託料で２億円ほど

を御提案させていただいております。 

 また、一般議案のほうでは、建設維持課の市道

認定路線の議案１件と建築住宅課のほうで市営住

宅にかかわります議案が４件ございます。それぞ

れ課、室のほうで詳細に説明がございます。御審

査方、よろしくお願いいたします。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内
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市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止してありました議案第１６９号一般会計補正

予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設政策課長（本野啓三）建設政策課です。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、建設政策課の補正予算について説明

いたしますので、補正予算書の４８ページをお開

きください。 

８ 款 １ 項 １ 目 土 木 総 務 費 で は 、 ７ ９ 万

３，０００円の増額補正を行い、補正後の額を

２億６,７８８万５，０００円とするものでありま

す。 

 補正の内容は、人事異動及び職員の扶養関係の

異動に伴う職員給与費の調整でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号一般会計補正予算の審

査を一時中止します。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から報告はありませんか。 

○建設政策課長（本野啓三）それでは建設政策

課の所管事務の説明をいたします。 

 今回、説明します内容は、南九州西回り自動車

道・川内隈之城道路について、簡単ではございま

すが工事の進捗状況を説明いたします。 

 なお、委員会資料では１ページになりますので、

御参照ください。 

 南九州西回り自動車道の川内隈之城道路につき

ましては、薩摩川内インターチェンジから薩摩川

内都インターチェンジ区間、延長６．７キロメー

トルにおいて、平成２６年度供用を目指し、着々

と工事が進められているところでございます。 

 本区間の工事につきましては、資料にあります

ように薩摩川内都インターチェンジの改築や宮里

トンネルの掘削、道路の築造工事等が着々と進め

られているところであります。 

 このうち宮里トンネルにつきましては、延長

１，２１１メートルで、昨年の８月から宮里側か

ら掘削しており、１１月末で約９９８メートルの

掘削が進み、掘削率は８２％であると聞いており

ます。 

 また、用地買収につきましては、１１月末時点

の面積ベースで約９９．８％であり、残りはあと

４件が未買収で、このうち３件については、相続

など難しい案件があることから、土地収用法の手

続で事務が進められているところであります。 

 以上で、簡単ではございましたが、説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（橋口博文）高江から都町のインターま

で、経過は、今、順調に進んでいるようであるし、

また、土地買収もほとんどいっているような状態

ですが。平成２６年度に供用開始するということ

ですから、聞いてみれば今の阿久根の山下から野

田間、これも平成２６年度に供用開始するという

ことですから。 

 それと、野田から高尾野間が平成２８年度、平

成２９年度になれば水俣間が。そこまでは、平成

２９年度で供用開始するということですけれども。

まだ残ったところの水引から阿久根間が、山下間

ですね、そこが残っているわけですけれども、今

から採択されて進むわけですけれども、何といっ

ても都市計画決定を、まず早くしてもらわないか

んという、これが一番大事だと思います。この都

市計画決定は国土交通省が手続をするんですか。 

○建設部長（泊 正人）都市計画決定につきま

しては県になります。県が都市計画決定の手続を

いたしまして、今、意見書も調整したりいたしま

して、順調に、特に障害のあるような意見とか、

そういうものが出ておりませんので、順調な作業

が進められているというふうに聞いております。 

○委員（橋口博文）建設政策課の職員の方々が

一生懸命になって、県の担当の方とも手を取り合
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って、スムーズに順調に進んでいるということで

すから、早くこれが決定ができるように頑張って

いただきたいと思います。お願いしておきます。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

 ほかにございませんでしょうか。 

○委員（上野一誠）ちょっと何というのか、お

つなぎするという表現でいいのかわかりませんが、

意見交換が先日ありまして亀山地区の担当に当た

りました。 

 その中で、県道４２号線、五代郵便局前の交差

点改良ということで、あそこは市道、県道、いわ

ば京泊大小路線含めて６車線にまたがっておって、

変則の交差点なんですが、その改良をですね、ぜ

ひしていただきたいと。非常に狭隘で、五代郵便

局が、そこにあると思うんですけれども、ここは

もう移転をしてもらった方がいいんじゃないかと

いう、必要があれば交渉しますよというような内

容の意見を言われたんです。 

 この４２号線の改良の要望が、当局には上がっ

てますかという質問も出たんですけども、ここら

あたりは建設政策課として、何か理解しておいや

るですか。 

○建設部長（泊 正人）この間の議員の皆さん

方の意見交換会のテーマとしてお聞きもしており

ますし、以前から、あそこの変則６差路になるん

ですけれども、ついては要望が出ておりまして。

新川建設の裏側をですね、バイパスを通したらと

いうようなことも、何回か、そういう案も出たこ

とがあります。 

 ただ、用地の面ともいろいろあったりし、また、

あそこの５差路の、今、上野委員、言われたとこ

ろにですね。とりあえず信号機をつけてくれとい

う話もあったんですが、ちょうどカーブになって

て、信号機をつけてとまると追突があるというよ

うなのが、道路診断なんかでも出ておりまして、

要望が強く上がってるというのは、もう県も我々

も承知はしてるんですが、詳細なそういう対策と

か、そこにまだ行きついていないところです。今

回も、そういう意見が出ましたので、再度、県と

現地調査などをして、できるだけ前に進めていか

ないと、要は新高速船とのアクセス道路にもなり

ますので、その辺は県のほうも今ちょっと動きと

いうか、腰を上げだしたところです。 

○委員（上野一誠）ロードミラーを大きくして

くれとか、そういうのは、もう的確に対応いただ

いているようで。ぜひですね、できたら会長にも

動きが見えるような形で、市当局が県と、こうい

う一つのかかわりをしているよというのも、一方

ではですね、どうも見えていないようなふうに御

意見としてはありましたので。我々も、「この資

料もらっているんですよと、だから状況はわかっ

てます」という話もしながら、また、委員会当た

りでも十分ひとつ御意見はおつなぎしときます、

という答弁もしてるもんですから、あえて、この

機会で、ぜひ動きあたりを会長あたりにつないで

いただくとありがたいと。十分な検討が必要で、

難しいなと思いながらも、複雑化してますので、

ひとつ要望をしときたいと思います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）要望、意見です。 

 扱いは、建設政策課にですね、確認です。よろ

しくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の御質疑ございませんでしょうか。 

○議員（森満 晃）すみません、１件教えてく

ださい。 

 先ほどの川内隈之城道路の工事状況で、ちょっ

と、その平成２６年度中に供用開始ということで。

今の段階で、例えば、その平成２６年度中ですの

で、平成２７年３月だとか、そういう正確な月の

供用開始までは、まだ、はっきりとはわからない

んでしょうか。 

○建設政策課長（本野啓三）一応、３月ごろを

予定しております。再来年の。 

 ただ、まだ正式に発表してございませんので、

今のところ、そういう見込みだということです。 

○建設部長（泊 正人）つけ加えてといいます

か、２月、３月、あと１年と１カ月、２カ月ぐら

い先にはなろうと思いますが、今後、その時期に

なりますと、開通のイベントとか、そういうもの

もございますので、当初予算には、そういうイベ

ントの経費というものを計上させていただくこと

で、今、作業を進めておりますか。 

○議員（森満 晃）はい、わかりました。地元

の方からも、皆さん心待ちにしていらっしゃるも

－22－ 



のですから、なるべく早い正確な月がわかればと

いいことでした。ありがとうございました。 

○委員長（福田俊一郎）ほかはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、建設政策課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △建設整備課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建設整備課の審

査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止してありました議案第１６９号一般会計補正

予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設整備課長（四元新一）それでは、議案第

１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予

算の建設整備課分について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、予算に関

する説明書（第３回補正）の４９ページをお開き

ください。８款２項３目道路新設改良費ですが、

補正額９，３７９万４，０００円の増額で、補正

後の合計が５億１，４９６万７，０００円となっ

ておりますが、右側の説明欄に記載のとおり、一

般道路整備事業費につきましては、県営ほ場整備

事業等により用地取得している路線の未整備箇所

につきまして、以前より地域からの強い要望がご

ざいますことから、今回、補正をお願いし、これ

らの整備を図るほか、電源立地校区振興事業の工

事請負費を実績見込みにより減額するものでござ

います。なお、一般道路整備事業の詳細につきま

しては、予算概要の６ページに記載されておりま

すので、御参照ください。 

 川内地域踏切改良拡幅事業費につきましては、

網津踏切の委託料の執行残を減額するものです。

なお、当事業は社会資本整備総合交付金事業のた

め、交付金の減額分は手打４号線に充てる予定と

しております。 

 中甑江石線整備事業費につきましては、事業執

行にあわせて予算の組みかえを行うものです。手

打４号線整備事業費につきましては、事業執行に

あわせて予算の組みかえを行うとともに、工事請

負費を増額することで事業の推進を図るものでご

ざいます。 

 次に、５２ページをお開きください。８款５項

２目街路費ですが、補正額５，７０３万円の減額

で 、 補 正 後 の 合 計 が ６ 億 ２ ， ４ ９ ５ 万

９，０００円になっております。右側説明欄に記

載のとおり横馬場田崎線整備事業費につきまして

は、占用者との協議により不用となった補償金を

減額するものでございます。 

 駅前白和線整備事業費については、社会資本整

備総合交付金の国の内示に伴い減額するものでご

ざいます。 

 次に、同ページの下段をごらんください。８款

５項５目公園緑地費ですが、補正額５８０万円の

減額で、補正後の合計が２億７，８２６万

３，０００円となっております。右側説明欄に記

載のとおり公園管理事業費につきましては、公園

施設長寿命化事業の国の内示に伴い委託料、工事

請負費を減額するほか、特定離島ふるさとおこし

推進事業の田之尻展望所トイレ整備事業の事業執

行に伴い、工事請負費を増額するものでございま

す。 

 久見崎公園整備事業費については、地元要望に

よりまして公園内に建設予定であった物産館につ

きまして、地元と入念な協議を重ねた結果、建設

後の管理運営が厳しいとの判断から、施設規模を

含めて再検討することとなったことから、委託料

を減額するものでございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

１９ページをお開きください。１５款２項６目土

木 費 補 助 金 で す が 、 補 正 額 ３ ， ２ ３ ２ 万

７，０００円の減額で、補正後の合計が３億

４８３万８，０００円となっておりますが、２節

都市計画事業費補助金は、横馬場田崎線と駅前白

和線にかかわる社会資本整備総合交付金で、事業

費の減に伴い、減額するものでございます。３節

公園緑地事業費補助金は、公園施設長寿命化事業

にかかわる補助金で、事業費の減に伴い減額する

ものでございます。 

 続きまして、繰越明許費補正について説明いた

しますので、７ページをお開きください。今回、

増額補正をお願いしております８款２項の一般道
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路整備事業費１億円につきまして、今後の十分な

地元調整と標準工期を確保するために繰越明許費

の設定を行うものでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますよう、お願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ教えてくださ

い。 

 久見崎公園整備事業費につきまして、今、課長

の御説明の中で、いわゆる物産館的な部分につい

ては、いろいろと調査の結果、建設部としては厳

しいという御判断をされて、これは再協議という

お話をされましたですけど、今後、再協議という

考え方。きのうは企画経済委員会の中で港周辺

－要するに、今度、高速船が入ってくるじゃな

いですか。港周辺、の中でまた甑の魚を生かした

ような物産云々というふうな話等もあったもんで

すから、そこらあたりの拠点の部分。そして今、

一般質問等で聞いていると、久見崎にそういう道

の駅的なもの、今度は猫岳の周辺にもどうのこう

のというような要望等も上がっておる。それはま

だ、議論ではない部分でですよ。その中において

建設部として、いろいろ総合的に調整していかな

きゃいけないんでしょうけども。この物産館をこ

の沿線の部分に、港を重点に調整が入ってくるん

ですが、建設部としては、方向性としては、ある

程度何かお考えがあられますか。 

○建設整備課長（四元新一）久見崎公園につき

ましては、当初ですね、平成１７年度に基本設計

をやってございます。そのときに、地元とも十分

な協議を重ねて、地元の強い意向で物産館をとい

うことで、当初計画に入ってございました。 

 少子高齢化、あるいは今の現年の状況とかです

ね、あの辺も含めて、地元と今ちょっと協議を、

コミュニティ協議会とですね、重ねてきたんです

が。今後、建設後にですね、当初計画していた規

模の施設をつくっても、ちょっと地元で管理運営

が厳しいんじゃないかということで、継続してで

すね、長い期間、管理運営するために、やっぱり

それなりの心構えといいますか、体制が必要だと

いうことで、現段階では、まだ、そこまで煮詰ま

っていないという状況と。そういう中で地元とし

てはですね、やっぱり地域活性化のために、そこ

をうまく利用したいと。滄浪小学校が閉校となっ

て、そこを主な拠点として、公園でイベント等を

開催したいという計画等もございまして。だから、

ちょっと規模を縮小した形、今までの物産館とい

う意味合いじゃなくて、ちょっとしたイベントを

するための何かちょっとした補助施設みたいな感

じでですね。そういったのを計画できないかとい

うことで、今、協議を行っているところでござい

ます。 

 今年度、そこの物産館の実施設計をする予定で

予算化していたんですが、今回、まだ、そこが煮

詰まっていないということで、今回、減額するも

のでございます。 

○建設部長（泊 正人）課長のほうからは、久

見崎の経緯についてございましたけれども、企画

経済委員会でも出たということで、もともと久見

崎と高江インターのところと漁協とそれぞれが道

の駅みたいな、川の駅みたいな、海の駅みたいな

のをやりたいということで、そうすると競合して

しまって、共倒れになるんじゃないかというふう

な話があって、まだ、しっかりと根づいていない

ところがございます。 

 また、峰山地区の対話集会の中でもですね、や

はり地元からは、インターのところに道の駅を公

設でという話がございましたけども、その席では、

市長のほうからは公設での考えはないというふう

なことがありました。 

 もう一つ、八代からこちらに方に伸びてきてい

るときに、田浦ですかね。ちょうどおりたところ

に大きなのがあって、すごくはやってたんですが、

あれが延びた関係で通過になってしまって、がた

っと落ちたと。そういうこともあって、高江の道

の駅についてもですね、全線開通といいますか、

そういうのを見きわめないと、公設というのは厳

しいというようなことでした。 

 ただ、現在は、この間の成川議員の質問にもあ

ったように、待合所の周辺に回廊もできるので、

そこで、そういう甑の物産とか、そういうものも

していきたいというような話でですね。こうして

回答は得てるんですけれども、ぴしゃっとした煮

詰まった方向性というのは、まだ、企画の方も出

てないところだろうと思っております。 

○委員（小田原勇次郎）はい、わかりました。 
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 企画経済委員会では、きのう若干、少しそこら

あたりの話が出てたようでした。それは、我々の

所管外ですから。今、部長のお話を聞いていると、

まだ、混沌としたような状況が見えてきます。地

元議員もおられますので、ぜひ、地元活性化に大

いに貢献できる形で。意見要望には申し上げませ

んので、また、十分に御協議をこれからも続けて

いっていただけばありがたいなと思うところであ

りました。 

 私は以上です。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

○委員（持原秀行）すみません。教えてくださ

い。 

 横馬場田崎線、もう何回となくですよ、気にな

って、非常に朝晩が混むんですね。山崎川内線で

すかね、あそこの交差点。駅の東から来るところ、

非常に出にくいです。危ないです。 

 先般ですね、ちょっと夕方、駅に新幹線に乗ろ

うというので行ったら、大明神の神社、あそこか

ら混んでですね。なかなか進まないんですよ。

オートリ荘のところで混んでしまう。オートリ荘

に入るときに、あそこに貸し切りバスがとまって

いるんですね。もう全然動かないです。それで、

もう非常に、あそこの交差点、東口から来るとこ

ろの交差点、あそこがもう渋滞をして、非常に危

ない場面というのもあるんですね。ですから、来

年に開通されるということでありますけれども、

期間をですね、やっぱりできるだけ早目に開通で

きるようなふうにしていただかないと、事故があ

っては、もう遅いです。今は、交通整理とかきち

っとおられますけれども、これが、そういうふう

にはできなくなったりですね、朝の通学時間帯は

交通安全協会の人がおられますけれども、それが

外れた時点の中では、夕方、物すごく混みます。

そういう意味ではですね、やっぱり時間に間に合

わないというのも現実的に、列車の時間に間に合

わないとか、早く出ればいいんでしょうけれども、

そういう予想もされますので、何らかですね、早

い時期に広報して、いつから通れますよというの

はお知らせいただけたらなと思うんですが、今の

時点でいつごろになりますかね。 

○建設整備課長（四元新一）横馬場田崎線のこ

とにつきましては、所管事務調査の中で報告させ

ていただこうということで準備しておりましたが、

ここで委員の質問にお答えしたいと思います。 

 今、まだ随時、工事を発注してございます。Ｊ

Ｒの工事につきましては、１２月いっぱいである

程度のめどはつく予定としております。今後、取

りつけ道路とか、あと、交差点の関係も、信号設

置とか、そういったのもございまして、今のとこ

ろ３月吉日という形で、今。 

 これにつきましては、さきの９月議会で一応、

３月供用ということで御報告させていただきまし

たけど、その後、平佐西のコミュニティ協議会長、

あと関係の自治会長さん方を回りまして、あと回

覧もしていただきまして、地区住民の方には一応

お知らせしていただきました。 

 あとさらに、学校と沿線の事業者さんにも戸別

訪問いたしまして説明を申し上げ、御理解をいた

だいたところです。 

 今後ですね、今のスケジュール等、今から詰め

ていくんですけど、３月の何日何時に供用します

ということが、まだ、今の段階で確定してござい

ません。それが確定し次第、沿線の道路であった

りとか、あと今の横馬場田崎線の前後、あと県道

山崎川内線であったり、川内加治木線であったり、

幹線道路沿いに一応、看板を設置して、市民の皆

様に周知をしたいと考えているところでございま

す。 

○委員（持原秀行）補正の中で、減額の補正と

か、いろいろ出てる中でですね、もうある程度見

えたのかなというふうに感じたもんですから、こ

こで聞いたところでした。 

 あとですね、そこが本当にできてしまえば、非

常に便利になるということは間違いないことであ

りますが、そこの、今の使われているところの、

山崎川内線のところの交差点ですね、あそこのと

ころに家が建ってブロック塀ができてですね、左

折、右折２台並んだらですね、もうどうしようも

ありません。本当に見えません。 

 向こうのオートリ荘のほうから来る車、本当に

見えにくい状況になります。ですから、やっぱり

そこらあたりも踏まえて、この横馬場田崎線が完

成したから、それで終わりだよということじゃな

く、やっぱりそちらの方もですね、しっかりと道

路点検とかしていただいて、安全に市民の皆さん

が利用できるようにやっていただきたいなという

ふうに思いますので、よろしくお願いします。 
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○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。  委員外議員の御質疑ありませんか。よろしいで

すか。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。  以上で、建設整備課を終わります。御苦労さま

でした。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  ここで休憩いたします。再開は、おおむね午後

１時といたします。  ここで、議案第１６９号一般会計補正予算の審

査を一時中止いたします。 ～～～～～～～～～～    

午前１１時５８分休憩 ────────────── 

～～～～～～～～～～    

午後 １時   開議 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 ～～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 当局から報告はありませんか。 

○建設整備課長（四元新一）先ほど持原委員の

質問、回答で、ちょっと申し上げたんですが、横

馬場田崎線につきまして、御報告という形で準備

をしていたわけですけど、中身につきましては、

先ほどの説明どおりで、一応ですね。現段階では

３月何日何時ということが決まってございません

ので、それは早急に、今から綿密なスケジュール

管理をしながら、早い段階で決めて皆様に１日で

も早く供用できるということで、お知らせしたい

と思いますので、引き続き御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

────────────── 

   △建設維持課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建設維持課の審

査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１５４号 市道路線の認定につい

て 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第１５４号

市道路線の認定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）今の四元課長からあっ

たとおりなんですけども、９月議会で３月になる

という答弁をしてからですね、ちょうど新聞紙上

で、いろいろ入札をしても応札者、落札者がない

ということで、非常に心配をしておりましたけれ

ども、おかげさまで全発注件数、受注をいただい

ておりました。現場の方も進んでおります。 

○建設維持課長（永田一朗）それでは、議案第

１５４号の説明をさせていただきます。 

 議案資料の１５４－１ページと次のページの認

定位置図をごらんください。 

 提案理由につきましては、本会議初日に部長が

説明いたしましたので、省略させていただきます。 

 議案第１５４号市道路線の認定について、今回、

市道認定したい路線であります鳶巣２号線は認定

位置図に赤で御示ししてありますが、東郷町の斧

渕で、旧東郷高校跡地で現在、鹿児島県の農業開

発総合センターになっております。その近くにな

りますが、市の土地開発公社にて造成及び道路の

整備を行った場所でございます。 

 建設整備課のほうで各業者さんと毎週、毎月、

工程会議も開いてもらっておりますので、順調に

いくと思っております。 

 それから、来週、川内中央中校区のまちづくり

懇話会がございまして、それに関連する質問もご

ざいますので、そこでおわびもしたいと思ってお

ります。  延長が３８２メートル、幅員が５メートルから

９．８メートルございます。 ○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。  以上で、議案第１５４号の説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

 御質疑願います。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 ○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が
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ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第１６９号一般会計補正予算

を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設維持課長（永田一朗）それでは、議案第

１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予

算の建設維持課分について御説明申し上げます。 

 まず、歳出から御説明いたします。 

 予算に関する説明書の４９ページをお開きくだ

さい。８款２項１目道路橋梁総務費でございます

が、補正額３７万３，０００円で、補正後の合計

が１億７９８万８，０００円となっております。

これは、右側説明欄に記載のとおり、職員の給料

及び手当等について増額補正するものでございま

す。 

 続きまして、同じページの８款２項２目道路維

持費でございます。補正額２億円で、補正後の合

計が７億５８万１，０００円となっております。

これは、右側の説明欄に記載のとおり、道路維持

費の１５カ月予算として委託料を５００万円、工

事請負費を１億９，５００万円の合計２億円の増

額補正を計上しております。 

 これは、市内全域の市道の側溝、舗装等の維持

修繕を行いまして、引き続き交通の安全確保と生

活環境の向上を図るものでございます。なお、予

算概要の７ページにも記載されておりますので、

御参照ください。 

 続きまして、５０ページをお開きください。

８ 款 ３ 項 １ 目 河 川 総 務 費 で す が 、 補 正 額

１ ， ０ ９ ０ 万 円 で 、 補 正 後 の 合 計 が １ 億

１，７４７万４，０００円となっております。 

 これは、右側の説明欄に記載のとおり、急傾斜

地崩壊対策事業に伴う工事請負費１，０９０万円

で、県より県単急傾斜地崩壊対策事業補助金につ

きまして、追加の内示を受けたものでございます。

工事箇所としましては、川内の冷水地区の工事に

かかる経費でございます。 

 なお、予算概要の７ページにも記載されており

ますので、御参照ください。 

 続きまして、５１ページをお開きください。

８款４項１目港湾総務費ですが、補正額２０万

４，０００円で、補正後の合計が８，２８２万

５，０００円となっております。これは、市が管

理しております上甑の江石港の灯台の航路標識灯、

これが壊れまして、緊急に修繕する必要が生じ、

港湾総務費の修繕料の予算不足分につきまして、

右側の説明欄に記載してございます。 

 港湾排水機場管理費の一般賃金、それと光熱費

から流用をさせていただきました。その流用した

額を充当するものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明をいたします。 

 予算に関する説明書、２１ページをお開きくだ

さい。１６款２項６目土木費補助金、２節の河川

費補助金ですが、補正額５４５万円で、補正後の

合計が８，５０５万円となっております。これは、

右側説明欄に記載してあります。先ほど、歳出で

説明いたしました県から追加の内示を受けました

急傾斜地崩壊対策事業補助金の５４５万円でござ

います。補助率は２分１でございます。 

 続きまして、繰越明許費補正について説明いた

します。 

 予算に関する説明書７ページをお開きください。

真ん中ほどに記載してございます、８款２項道路

橋梁費道路維持補修事業２億円につきましては、

先ほど歳出で説明をいたしました道路維持費の

１５カ月予算でございます。 

 以上で、建設維持課に係る平成２５年度一般会
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計補正予算の説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたけれども、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）すみません。道路維持

費について、１点だけお尋ねをいたします。 

 維持のいわゆる昨年度からの要望積み残し件数

と本年度の要望件数、そして、本年度予算で大体

見込める処理件数を教えていただきたいと思うん

ですが、大体で結構です。 

○建設維持課長（永田一朗）昨年度からの積み

残し分ということでございます。 

 大体、要望件数につきましては１，０００件数、

年間通してあります。その７００件、約７割につ

きまして、一応年度執行を予定しております。大

体７割程度は執行できるかなという形でございま

す。 

 それで、平成２５年度に予算につきまして、今、

道路維持費の執行状況でございます。１１月末現

在で４５０件、執行率で約８０％、約２億

８，０００万円の執行をしてございます。 

 あと、伐採の分と合せて、いろいろ要望がござ

います。その要望件数についてでございます。

１１月末現在で、平成２５年度の要望件数につき

ましては７３７件ございます。そのうち処理済み

をしましたのが５６７件、約７７％の処理をして

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。ほか

にございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。よろ

しいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号一般会計補正予算の審

査を一時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から報告ありませんか。 

○建設維持課長（永田一朗）１点、報告させて

いただきます。 

 一般質問にて、持原委員より中郷地区の内水排

除対策について質問がございました。その分につ

きまして、内水対策中長期ビジョンと、業務委託

を発注してまして、今回、業務委託の中で一応の

成果が出たところでございます。 

 中期ビジョン、地区につきましては、１０年間

として概算事業費、これが約３０億円。その後に

長期ビジョンといたしまして２１年間を考えてま

して、概算事業費が約６２億円でございます。合

わせて９２億円ございます。 

 今回、委員の皆様に説明するための資料作成が

間に合いませんでしたので、申しわけございませ

んが、後日、日を改めてですね、例えば勉強会と

いう形で、御説明をさせていただければと考えて

おります。 

 今、考えていますのが、１月中には説明をした

いと考えております。日程につきましては、調整

をさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員は。 

○議員（森満 晃）すみません、１点お尋ねし

ます。 

 道路診断という観点が、ちょっとわからないん

ですが、来年、消防の新庁舎が完成するかと思う

んですけども、そうしますと京セラ方面へ行く消

防車、あるいは救急車といった緊急車両も多くな

るかと思うんですが、その途中から川内アリーナ

に向かう、ちょうどＴ字がありますけども、あそ

こに右折車線がないんですね。ですので、今後、

頻繁にあちらに、そういった形で出動が多くなる

と、あそこにやっぱりそういう右折車線が必要に

なってくるんじゃないかなという気がするんです。

あそこが県道なのか、市道なのか、ちょっと私、

確認をしてないんですけども、何かそういう診断

をされていらっしゃるんでしょうか。 

○建設部長（泊 正人）この間も同じような御
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意見がございまして、やすらぎ園を過ぎて、現在

の消防庁舎、頂上から運動公園に曲がるところの

Ｔ字路が、右折車線がないもんですから詰まると

いう話だと思いますけれども。前回、どこでお答

えしたか、私も定かではないんですけども、同じ

ような御意見があって、用地が民地だろうと思い

ますし、その辺、道路診断では出てはおりません

でした。信号機はつけてくださいというのがあっ

たんですけれども。今後、その辺についてもです

ね、用地の権利とか、そういうのを調べて、御指

摘のとおり右折車線をとれれば、また、交通安全

上も向上しますので、その辺については検討させ

ていただきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、建設維持課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

   △都市計画課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、都市計画課の審

査に入ります。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）議案はありませんので、

所管事務調査を行います。 

 当局の説明を求めます。 

○都市計画課長（山下 裕）所管事務調査につ

きまして、２件報告させていただきます。 

 まず、川内駅周辺地区土地区画整理事業の換地

処分のスケジュールでございます。 

 これまで、今年度の１１月ごろには換地処分の

公告を予定しておりまして、その翌日から新町名

平佐一丁目の効力を発揮するという旨の説明をし

ておりました。 

 ９月の本議会におきましても横馬場田崎線の進

捗状況について、答弁がありましたように、横馬

場田崎線のＪＲ委託部分の工事に不測の期間を要

したということで、出来形確認測量が遅延してお

りまして、約２カ月程度、換地処分の手続がおく

れております。これによりまして、換地処分の公

告が平成２６年１月末になる見込みでございます。 

 また、換地処分通知書を全地権者へ送付する必

要がございますけれども、所在地の不明等があっ

た場合には公示送達という手続をとる必要がござ

います。さらに１カ月程度工程が延びることにな

ります。 

 なお、ことし１１月に開催しました区画整理審

議会におきましても、この工事のおくれ等により

換地処分の公告が延伸すること、また、換地処分

までの公告の流れについて説明し、御理解いただ

いております。また、区画整理区域内の関係者に

対しては個別に説明をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、２件目でございますが、都市計画

区域変更の進捗状況でございます。 

 都市計画区域の変更につきましては、三つの都

市計画区域、川内・樋脇・入来を一つに統合する

ということ、また、開発の進んできている地域、

また開発が想定される地域である斧渕地区、永

利・塔之原地区、日之丸周辺地区を新たに指定す

るというものでございますけれども、都市計画区

域の見直しを進める上で、上位計画となる都市計

画区域マスタープランについても見直す必要がご

ざいます。 

 これは、県が策定するものでございますけれど

も、都市計画法第６条の２に基づきまして、市町

村の範囲を越えた広域的な観点から整備、開発及

び保全の方針を定めるというものでございまして、

都市計画区域の見直しと並行して現在、進めてい

るところでございます。 

 現在、鹿児島県を中心にしまして、関係行政機

関との調整を進めているところでございます。 

 先月、１１月２５日には住民説明会を開催しま

したけれども、特に意見等はございませんでした

ので、今後、市の都市計画審議会、それから県の

都市計画審議会、また、国交省との協議等を進め

てまいります。 

 これまでの委員会で御説明しておりますとおり、

平成２６年９月ごろには都市計画区域指定の公告、

及び都市計画区域マスタープランの告示を目標に

進めておりまして、公告がなされた時点で、新た

な薩摩川内都市計画区域となります。 

 所管事務報告につきましては、以上でございま

す。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし
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 なかなか、これは業者間で売出の競争になって

しまうと、目立った者が勝ちというような業界の

部分もあるんでしょうけれども、そこらあたりも

踏まえて、十分、今のパトロールの中でですね、

指導していただければというふうに思うところで

ございます。 

たが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ所管事務でち

ょっと調査をさせてください。 

 １点、屋外広告物の、今のいわゆる行政指導の

状況をどのような形で行っておられるか。 

 私は以上です。  昨年は９月の広報紙にも屋外広告物の広報が出

ておったようでしたけれど、そこらあたりの行政

指導のあり方、そして、それをきちんと、いわゆ

る業者さんたちが守って、いろいろと、そういう

指導に従ってくださっておる状況なのか、そこら

あたりを教えていただけませんでしょうか。 

○委員長（福田俊一郎）意見でございます。よ

ろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

○景観グループ長（高山和人）委員の質問にお

答えいたします。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  まず、大体、職員あるいは嘱託等、月２回程度、

市内のパトロールを行っているところでございま

す。今年度もあったんですが、各業界の団体さん

の総会等のほうに、例えばチラシ、こういうふう

にしてくださいという案内を総会等で周知してい

ただくような形でお願いをしているところであり

ます。 

 以上で、都市計画課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △天辰地区画整理推進室の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、天辰区画整理推

進室の審査に入ります。 

 先ほどもおっしゃいましたように、広報につき

ましては、過去２年間、広報紙のほうで周知をし

たところでございます。 

────────────── 

   △議案第１７３号 平成２５年度薩摩川内

市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計

補正予算  また、１２月の来週なんですが。警察、ＮＴＴ、

九電、それと国道事務所と市役所が５者一体とな

りまして、一斉除却ということで、一斉にパト

ロールをして、違反広告物の除却等を行うことに

しています。 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１７３号平成２５年度薩摩川内市天辰第一地区土

地区画整理事業特別会計補正予算を議題といたし

ます。 

 あと、市民の皆さん方からもいろんな情報をい

ただきますので、その都度、現地におもむきまし

て指導、それなりに協力の依頼等をしてるところ

でございます。 

 当局の補足説明を求めます。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）それで

は、議案第１７３号平成２５年度薩摩川内市天辰

第一地区土地区画整理事業特別会計補正予算につ

いて、御説明申し上げます。 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）概要は理解をいたしま

した。 

 提案理由等は、さきの本会議で説明いたし

ましたので、省略させていただきます。 

 特に、意見、要望というわけではないんですが、

特にやっぱりこういう北風とか、風が強くなる

シーズンになると、要するに、いわゆるのぼり旗

ですね。桃太郎旗でしょうか、敷地内に立ってい

るんだけれども、それが道路側とか、歩道側にな

びいてきて歩行者の、いわゆる安全を阻害してし

まうような事態等もお耳にするところでありまし

た。 

 補正予算の内容について、歳出の方から御説明

させていただきます。 

 予算書の１０８ページをお開きください。１款

１ 項 １ 目 土 地 区 画 整 理 事 業 費 に つ い て は

１，３００万円の減額補正をお願いしておりま

す。 

 説明欄をごらんください。今回の減額補正は、

国の内示額に伴う補正であり、工事請負費
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３００万円と補償金１，０００万円を減額するも

のであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 前に戻っていただきまして、１０４ページをお

開きください。３款１項１目国庫支出金７１５万

円は、国の内示額に伴い、減額するものでありま

す。 

 次に１０５ページをお開きください。４款１項

１目県補助金７３万６，０００円は、国の内示額

に伴い減額するものであります。 

 次に１０６ページをお開きください。５款１項

１目一般会計繰入金２１万４，０００円は、歳出

の補正に伴う財源調整のための減額であります。 

 次に、１０７ページをお開きください。８款

１項１目土地区画整理事業債４９０万円は、補助

の内示額に伴い合併特例事業債を減額するもので

あります。 

 次に、１０１ページをお開きください。第２表

地方債補正については、起債対象額の減額に伴い

限度額の変更を行うものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました、議案第１６９号一般会計補正予

算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）議案第

１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予

算のうち、天辰区画整理推進室に係る一般会計補

正予算の歳出について、御説明申し上げます。 

 予算に関する説明書の５２ページをお開きくだ

さい。８款５項３目土地区画整理費であります。

備考欄をごらんください。 

 土地区画整理総務費１，９７７万２，０００円

のうち、天辰第一地区土地区画整理事業特別会計

の補正に伴い、繰出金２１万４，０００円を減額

するものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号一般会計補正予算の審

査を一時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から報告はありませんか。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）それで

は、所管事務でございますが、天辰第一地区の現

在の進捗状況について、御説明申し上げます。 

 まず、平成２４年度繰越事業の現在の進捗率で

ございますが、９６％であります。 

 平成２４年度の工事請負費については、変更等

を含め、年度内完成に向け事業展開を行っている

ところであります。また、平成２５年度事業につ

きましては、現在、立山川周辺の工事を発注して

おり、地区内で１４業者が工事を行っております。
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現在の進捗率は５０%であります。残りの工事につ

きましては、地域住民からの苦情等のないよう工

程計画を立て、年度内に工事発注を行う予定であ

ります。また、建物移転補償等につきましても、

工事完成後の契約を行うことから、現在、年内契

約に向け所有者と協議を進めているところでござ

います。 

 現在のところ順調に進んでいるところでありま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）これより質疑に入りま

す。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、天辰区画整理推進室を終わります。御

苦労さまでした。 

────────────── 

   △入来区画整理推進室の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、入来区画整理推

進室の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１７４号 平成２５年度薩摩川内

市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会

計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１７４号平成２５年度薩摩川内市入来温泉場地区

土地区画整理事業特別会計補正予算を議題といた

します。 

 当局の補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）議案

第１７４号平成２５年度薩摩川内市入来温泉場地

区土地区画整理事業特別会計補正予算について御

説明申し上げます。 

 補正予算の内容について、歳出のほうから御説

明いたしますので、１２０ページをお願いいたし

ます。１款１項１目土地区画整理事業費において、

９６万５，０００円を減額するものであります。

国庫補助金の内示減に伴い、工事請負費補償金の

減額調整を行うものであります。 

 次に、歳入の説明をいたしますので、前に戻り

まして１１７ページをお願いいたします。３款

１項１目国庫補助金は内示減によるものでござい

ます。４款１項１目一般会計繰入金は、国庫補助

金の内示減により、本年度必要な財源を計上した

ものであります。 

 次に、１１９ページでございます。７款１項

１目土地区画整理事業債、国庫補助金の内示減に

伴うものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）これより質疑に入りま

す。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第１６９号一般会計補正予算

を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）議案

第１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正

予算のうち、入来区画整理推進室に係る一般会計

補正予算の歳出について御説明いたします。 

 ５２ページをお願いいたします。８款５項３目

土地区画整理費におきまして、入来区画整理推進

室分として１，９７７万２，０００円の増額をお

願いしております。 

 これにつきましては、繰出金であり特別会計で
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も説明いたしましたが、国庫補助内示減に伴い、

本年度必要な財源を計上したものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号一般会計補正予算の審

査を一時中止します。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から報告はありませんか。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）１点

だけ報告、御説明をいたします。 

 先日、お配りされました広報薩摩川内１２月号

でございますが、この中の１３ページのところに

ですね、入来区画整理の事業進捗、各事業特別会

計の進捗率が書いてありまして、この中で事業進

捗が１８．２％というふうに記載をしてございま

す。 

 １２月号で１２％って「何ちゅうことか」とい

うことがありますんで、これについて若干の説明

をしておきます。 

 これにつきましては、現在、大型物件の補償移

転を協議中でございますので、それに非常に多額

の費用を捻出する必要がございます。 

 これに伴いまして、工事請負費のほうにつきま

しては、もう１００％発注しておるわけですが、

その補償移転分についての分の進捗がいってない

ということでございますので、御理解のほどお願

いいたします。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）これより質疑に入りま

す。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）ちょっと２点ほど、電話で

もすればいいんでしょうけど。ちょっと大事なこ

とが、室長もいるので。実は今、区画のほうでで

すね、温泉センターの整備が進んでて、きのう水

道局並びに建築住宅課、来ていただいて、これま

での総まとめをいろいろ報告を受けて、地域も、

それで了解したんですが。市川グループ長も来て

たので。その中でですね、結果的には温泉セン

ターはできたはいいが、進入路がですね、いわば

下からぐっと入っていかないと、なかなか入れな

いと。外回り線という街路なんで、それからも、

今、工事が柴垣湯を壊さない限りですね、いわば

入れないことから、市川グループ長のほうへ、地

域からこんな意見が出たんですね。せっかく館は

できているのに、入り口がないと。今、仮の道路

をつくるとするならば、今の状態では十分皆さん

が街路から入れない部分があるので、やっぱりそ

こは十分、建設完成に向けて、仮の仮設道路であ

っても十分な配慮をしてもらわないと、外から入

れないよと。下からずっと、本通りからずっと下

から上がってこなきゃいかんというふうになるの

で、やっぱりそこあたりを対応をお願いしたいと

いうのが１点でした。まず、それに考えがあった

ら教えてください。 

 それともう１点。今、地域の話題として、今の

あそこに仮駐車場を置いてますね。仮駐車場をつ

くってあるんですが、あそこの状態を見られたこ

とありますか。 

 あれを、私けさほどですね、雨が降っていたの

で、あえて見に行ったんですけど。まあ、歳なも

んとかですね、歩道の砂利、細かか粒の砂利があ

るもんだから、人がすべいとけるというのがあっ

てですね。もう下の方に２、３台車をとめる敷地

もあって、それが行ったり来たりするから余計な

んでしょうけども。あれは危ないですね、高齢者

がおりていってもう、けがをしたときは市が責任

をとるんだろうか。だからですね、私も、けさ、

実際に見てきたんだけれども、本当に危ないです。

一度行ってみてください。もう砂利で、つりつり

してですね、あれは、歳なもんがはんとけたら、

けがします。 

 あれは、何とかですね、もう下の駐車場は必要

なのかどうかわからんけど、加工のためにしやっ

たんでしょうけど、車がやっぱり上りおりするも

んだから、余計道路が傷むんだと思うんですね。

だから、あれは何とか手を打たないと。そのうち、

びんたを打ったりして、けがをする。そこの２点
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ほどちょっと見解をお願いします。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）それ

では、まず後段の方から、そちらについてはおっ

しゃるとおりでございまして、御指導方ありがと

うございます。早速、善処していくこととします

が、いろんな地域の声を聞きながら、我々はやっ

ていかないといけないと思ってますので、これに

限らず、ほかのことも含めて、積極的に動いてい

こうとする考えであります。 

 それと、１点目のほうでございますけれど、実

際、説明会でありましたように、新公衆浴場がで

きた際にできる主なアクセス道路はございません。

じゃあいつできるかといいますと、２年、３年後

ということになってくるわけですが、それまでは

暫定的な道路を使わざるを得ないわけですが、し

かしながら、これは公衆浴場の建設時期と区画整

理の事業の進捗、あるいは、その建物移転に関す

る権利者の関係等もございますので、そこがマッ

チングしなかったといえば、マッチングしなかっ

たのが原因でありますけれど、できるだけ新公衆

浴場も早くつくらねばならないということの地域

おこしの観点からもいっても、これを後におくら

すわけにもいけなかったという事情から、そうい

うギャップが出てきているのが実情であります。 

 しかしながら、区画整理事業につきましても、

本年度の状況を見た限り、国の補助内示としては

減額になっておるわけです。その分をやはり財政

当局を含め貴重な判断の中で、それをまた復元し

ていただいておりますので、そこにかけるやはり

市の熱意というものは十分にあろうかと思います。 

 あとは我々が、いかに知恵を出して、そういう

利便性がちょっとでも高まるよう、あるいは早く

そのアクセス道ができるよう地権者と協力をして

まいって、進捗を高めていかなければならないと

思っております。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）駐車場からの件はね、対応

はそう難しくないと思うんだけど。問題は、いわ

ばアクセス道路をどう入れるかということは、今

おっしゃったようにですね、オープンに向けて、

区画のほうでも、どういうことが一番可能な形で

できるのかということも、ぜひひとつ努力をして

いただいて、せっかくいらっしゃる方にとって有

効に使えるような、入れるような取り組みを、ひ

とつ要望をしておきたいと、また、お願いしてお

きたいと。今の答弁で十分なんですけども、ぜひ

そのようにお願いしときます。 

○建設部長（泊 正人）今、室長から出た意見

はですね、実施計画の市長との意見のときにも強

く要望が出て、市長にも伝わっております。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、入来区画整理推進室を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △建築住宅課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建築住宅課の審

査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１５５号 薩摩川内市営住宅条例

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１５５号薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設住宅課長（今井裕介）それでは、議案第

１５５号薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する

条例の制定について、御説明いたします。 

 委員会資料の２ページをお開きください。新旧

対照表でございます。 

 今回、市営住宅条例を改正する理由は、通称Ｄ

Ｖ防止法と呼ばれております、配偶者からの暴力

防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正が、

本年７月３日に公布され、来年１月３日から施行

されることに伴い、薩摩川内市営住宅条例も、そ

れに合うように改正する必要があったものでござ

います。 

 今までのＤＶ防止法では、その対象者を配偶者

－これには事実婚の相手方も含まれますので、

内縁関係者も含まれます－からの暴力に対する

被害者としておりましたが、今回、それが婚姻関

係はないが、生活の本拠地をともにする交際相手、

俗に言う同棲の相手方からの暴力による被害者に
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まで拡大されたことに伴い、市営住宅条例第６条

入居者資格等の２項の８の部分を改正する必要が

生じたことが、主な理由でございます。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の御質疑はありませんか。  以上で、説明を終わります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］  よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 ○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］  御質疑願います。 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  これより採決を行います。 

 次に、委員外議員の質疑ありませんか。  本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。  これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 ────────────── 

   △議案第１５７号 薩摩川内市一般住宅条

例の一部を改正する条例の制定について 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 ○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１５７号

薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 当局の補足説明を求めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 ○建設住宅課長（今井裕介）議案第１５７号薩

摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制

定について、御説明申し上げます。 

────────────── 

   △議案第１５６号 財産の取得について 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１５６号

財産の取得についてを議題とします。 

 資料は、議案その１、１５７－１ページからと

議会資料２ページになります。 

 内容は、老朽化の著しい上甑支所管内の中甑住

宅、通称ＮＴＴ住宅です。鉄筋コンクリート造

２階建て、１棟４戸の用途廃止と、新たに購入し

ます雇用促進住宅を勝目一般住宅と立山一般住宅

として、薩摩川内市一般住宅条例に追加し、来年

１月１日からの供用開始をしようとするものでご

ざいます。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設住宅課長（今井裕介）議案第１５６号財

産の取得について、御説明申し上げます。 

 資料は、議案その１、１５６ページからになり

ます。今回、取得しようとする財産は独立行政法

人、高齢・障害・求職者雇用支援機構から購入す

る雇用促進住宅川内宿舎の敷地、勝目町字外園原

５３９１番２の土地でございます。  勝目一般住宅は、昭和５４年度建築、鉄筋コン

クリート造５階建ての２棟の建物で、両棟とも

５３．９平米の３ＤＫタイプでございます。 

 土地の面積は５，４６１．９８平米、取得価格

が２，３５７万９，４６４円でございます。 

 戸数は、１号棟が３９戸、２号棟が４０戸の計

７９戸でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。  立山一般住宅は、昭和５４年度建築の鉄筋コン

クリート造５階建ての２棟の建物でございます。 ○委員長（福田俊一郎）これより質疑に入りま

す。  こちらは、１号棟が３９．８平米の２ＤＫタイ
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プ、これが３９戸、２号棟は５３．９平米の３Ｄ

Ｋタイプが４０戸の計７９戸の住宅でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）勝目と立山ですかね、この

一般住宅化するということについては、より利用

しやすい、そういう条件を整えるということにな

ろうと思うんです。その意味では、非常にいい取

り扱いをしていただいたと思います。 

 そこで、立石住宅がありまして、立山との関係

で、高齢者住宅がそこにあるから、やっぱりこれ

を生かすということで説明を、これまで受けてき

ましたけど。あそこの方にも説明会もされたと思

うんですが。一応、高齢者が多いので、実際に整

備がされ、来年の４月１日から入居開始があるも

のとして、あの人たちは、おおむね移転について、

ここに入ることについては、賛成をしていただい

ているんでしょうかね。 

○建設住宅課長（今井裕介）説明会をいたした

ところでございます。 

 実は入来につきましては、立石住宅のほかに小

路住宅、中須住宅、池頭住宅という古い住宅もご

ざいましたので、そちらの方につきましてもです

ね、あわせて御案内いたしました。 

 今回、さきに御案内いたしましたのは、特に最

後は、入居する部屋が抽せんになりますので、特

に高齢の方が多いということで、１階、２階部分

に入りやすいようにということで、一般の抽せん

の前に御案内したところでございます。 

 状況といたしましては、大多数の方が、移転し

たいという御希望を出していらっしゃるような状

況でございます。 

 ただ、市営住宅でございますので、家賃の滞納

とかあった方につきましては、これからまた、そ

のあたりの解消方法を相談したりしていくことに

なりますけれども、基本的には移りたいという方

が多かったというふうに記憶しております。 

以上です。 

○委員（上野一誠）そうしていただかないと、

特に立石住宅はですね、もう老朽化が進んで、も

うぽつんぽつん入っては、安全対策もよくないし

ですね。家そのものがもう入居を許可する、その

ことが問題になるので、ぜひひとつ、そういう努

力をお願いしたいと思います。 

 意見、要望として、勝目それから立山は、こう

いう形になりますので、３階、４階部分は、５階

部分は入居の状況を見て整備を図るというのが基

本ですが。できるだけですね、この住宅が、やは

り人口、あるいは定住という意味からも有効に生

かされ、また、活用されていくようにですね、ぜ

ひひとつ、当局としてもそういう努力をですね、

お願いしておきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）意見、要望でございま

す。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第１５８号 薩摩川内市営住宅等の

指定管理者の指定について 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１５８号

薩摩川内市営住宅等の指定管理者の指定について

を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設住宅課長（今井裕介）議案第１５８号薩

摩川内市営住宅等の指定管理者の指定について御

説明申し上げます。 

 資料は、議案その１、１５８－１ページからと

議会資料３ページになります。 
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 これより討論・採決を行います。  内容は、来年４月１日から平成３１年３月末ま

での今後５年間、本市の市営住宅特定公共優良賃

貸住宅一般住宅のうち、本庁分を管理する薩摩川

内市市営住宅指定管理者として、所在地、薩摩川

内市樋脇町市比野２４３４番地９、平野商事株式

会社を選定したものでございます。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。  今回の指定管理者募集につきましては、本年

７月１６日から１カ月間の期間で公募いたしまし

たところ、市内２業者、市外２業者の計４業者の

方からの応募がございました。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。  そのため９月２５日に川内文化ホールにおきま

して、指定管理者選考委員会を開催したところで

ございます。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算  選考委員は、庁内４名、庁外４名の計８名で、

各事業者の説明を聞き、委員が質疑を行った後、

採点する形式で実施したところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第１６９号一般会計補正予算

を議題といたします。  その結果、平野商事株式会社が指定管理者とし

て選定されたものでございます。  当局の補足説明を求めます。 

○建設住宅課長（今井裕介）議案第１６９号平

成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算について、

歳出から御説明申し上げます。 

 選考委員会での各応募者の採点結果は、議会資

料の６ページになります。６ページを御参照くだ

さい。 

 平野商事株式会社は、本庁管理分の市営住宅に

指定管理者制度を導入した平成１９年度から過去

２回、延べ７年間にわたり継続して受注している

業者でございます。 

 予算に関する説明書の４８ページをお開きくだ

さい。２目建築指導費は１３万６，０００円の増

額で、その内訳は、県から委託を受けて実施する

住生活総合調査の調査員報酬を予算措置するもの

でございます。  今回、選考された理由といたしましては。 

 １、長年管理をしているため、他の応募者より

市営住宅の実情に精通している。 

 続きまして、５３ページをお開きください。

１目住宅管理費は８２２万６，０００円の減額で

ございます。その内訳は、雇用促進住宅の購入費

と借上型地域振興住宅の賃借料の減額が主なもの

でございます。 

 ２、市内の事業者であるため、市外の応募者よ

り、住宅の修繕対応や緊急時の対応に対して、入

居者の方が安心感を持っていらっしゃるなどの点

が大きく評価されたものではないかと分析してる

ところでございます。 

 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 

 １７ページをお開きください。６目土木使用料

は１，３００万円の増額でございます。これは、

当初、住宅使用料の減免に対応するために保留し

ておりました額と、今までの減免申請の実績

１６件、１０４万５，０００円を勘案し、今後、

不要になると思われる額１，３００万円を増額補

正するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

 続きまして、１９ページをお開きください。

６目土木費補助金、４節住宅費補助金は７万

７，０００円の減額であります。これは、当初

２件予定しておりました住宅廃止に伴う移転が

１件となったことに伴う減額でございます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 
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 ２２ページをお開きください。６目土木費委託

金は１３万６，０００円の増額でございます。こ

れは、県から委託して実施する住生活総合調査委

託金１３万６，０００円を予算措置するものでご

ざいます。 

 続きまして、８ページをお開きください。債務

負担行為の補正で、建築住宅課分は下の表に変更

になります。雇用促進住宅購入整備事業につきま

しては、その支払いを、当初１０年間の年賦で予

定しておりましたが、購入交渉の結果、支払期間

が８年間に、購入価格も確定したことから、期間、

限度額を変更するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第１６９号一般会計補正予算の審査

を一時中止します。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から報告はありませんか。 

○建設住宅課長（今井裕介）まず、議案

１５６号、議案第１５７号で御審査いただきまし

た勝目一般住宅、立山一般住宅の今後のスケジ

ュールについて、御説明申し上げます。 

 委員会資料の５ページをお開きください。両宿

舎とも長年、空き家の状態だったために、内部の

傷みが非常にひどい状態でございました。そのた

め所有者の支援機構側の責任で、空き家について

は住める状態まで復旧する工事を１１月に公募さ

れましたが、これに応札がなく、現在、再公募中

でございます。 

 きのうお聞きしましたところでは、こちらのほ

うにつきましては、業者の応募があったというこ

とで、これから年度内に実施するという報告を受

けております。 

 市といたしましては、これとは別に機構側の復

旧工事の対象となりません老朽化している浴室や

便所の器具交換を主な目的とした内部改修工事を

各住宅の低層階部分を中心に、１月から発注する

予定でございます。 

 これらの工事が年度末に完成いたしましたら、

現在入居されている方で、部屋の移動を希望され

る方の移転が始まるところでございます。 

 新年度になりましたら、１月に着工できなかっ

た上層階の内部改修工事に着手いたします。当初

は、上層階の改修工事につきましては、来年度以

降というふうに、再来年度ぐらいを予定しており

ましたが、機構側で内部の復旧工事を大分行って

いただくことから、市の方といたしましては、も

う３階から５階までの内部改修については、来年

度の当初予算で発注できる見込みとなっておりま

す。 

 こちらのほうにつきましては、６月末の完成を

目指しているところでございます。そのため、今

の予定では広報薩摩川内の５月２５日号におきま

して、入居者募集の案内を掲載できないかと考え

てるところでございます。そうなりますと、６月

末に入居者決定が行われまして、早ければ７月か

ら入居者が入ってくるということを予定しており

ます。 

 ただ、一つ懸念がございまして、現在、民間の

建築工事の市場が非常に活発でございます。公共

工事の入札におきましても不調が出てるケースも

ふえておりますので、日程がちょっと苦しくなる

可能性もあるかもしれませんが、できる限り早く、

早期入居ができるように努力する次第でございま

す。 

 なお、両住宅の住宅使用料につきましては、先

ほどもありましたが、勝目住宅については２万

１，０００円。立石住宅の２ＤＫにつきましては

１万４，０００円。３ＤＫタイプにつきましては

１万９，０００円を予定しているところでござい

ます。 

 続きまして、既存住宅改修環境整備事業の募集

が、ほぼ完了しましたので、その実績を報告いた

します。 

 委員会資料の７ページをお開きください。今回

は、５月と１０月の２回に分けて、受け付けをい
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たし、抽せん会を実施したところでございます。 

 応募総数は、１回目が２６１件、２回目が

２１７件の計４７８件でございました。 

 交付決定につきましては、１回目が２５９件、

２回目が１４０件、計３９９件の方に交付決定し

たところでございます。 

 交 付 決 定 額 の 総 額 は 、 １ １ 月 末 現 在 で

６，６０７万３，０００円となっているところで

ございます。 

 この交付に伴って、実際支出されます工事費の

集計は４億４，９５２万７，０００円となってい

るところでございます。 

 経済波及効果につきましては、今回も直接効果

が６．８倍、それから、間接効果まで合わせます

と、最終的に１１．５６倍になると予想されます

ので、総額で７億６，３８０万円程度の経済効果

があったものと推計するところでございます。 

 施工業者の面から分析いたしますと、市の工事

入札に直接参加される業者であります区分１とい

われる大手の業者さんが件数で１１７件、２９．

５％を受注されております。金額ベースでは３３．

９５％でございます。 

 市の備品購入や単独修繕などの業者であります

区分２、中規模業者という形になりますが、こち

らの方の件数は１２０件、３０％、金額ベースで

は２７．３２％ということになっております。 

 小規模な個人営業の業者であります区分３、こ

ちらのほうの受注は件数で１６３件、４０．

７５％、金額ベースで３８．７３％となってると

ころでございます。 

 申請者を年齢別に見ますと、６０代、７０代、

５０代という順番になっております。６０代以上

が６９．７％と、昨年とほとんど変わっておりま

せん。高齢者の方の利用が主流になってるという

傾向がございます。そのため経済対策としての効

果のほかに、台所、浴室、便所など水回りが改修

されることによります高齢者対策としての効果も

非常に大きいものではないかなというふうに分析

してるところでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）これは部長に。今の件の質

問じゃないが、一応関連しますけど、部長にです

ね、ちょっとお尋ねというか、考え方を聞きたい

んですが。さきに行われた水道局でも一応、質問

したことは、今ちょっと課長の中でもあったよう

にですね、要するに建設部、建設政策課から建設

維持課、いろいろと区画整理推進室を含めて、最

後、用地課が残っていますけど。その中でですね、

平成２５年度も１２月を迎えて、いよいよもう

３月という形になると、当初に事業費を上げて、

業者の皆さんがなかなか応札しづらい、あるいは

いろんなくくりがあって、現場代理人、いわば複

数課じゃないので、やっぱりいろんな意味で……。

これは入札制度を、ここで議論しようとは思わん

のですが、入札を公募しても、それに入ってこな

い。いろんな形で市の事業が、やはり滞っていく

んじゃないか、そういう懸念を我々はしているわ

けですよ。 

 実際、計画をしてあっても、それを着手できな

い。そういう状況が、今、話題になっているので、

そうしたときに果たして年度内に抱えている、発

注しなきゃいけない事業が、建設部としてどのよ

うになっているのか、そのことを１点お尋ねした

いことと。 

 やはり入札制度を、あるいは発注計画という、

一つも二つも事項があるとするならば、やっぱり

市全体を上げてですね、その発注計画を、また見

直していかないと。せっかく予算はつくったはい

いが、ただ単に「できんとやれば繰り越しを」と、

そういう行き方では好ましくない部分だと思うん

ですが。その現状がどうなのかを、まず教えても

らえませんか。 

○建設部長（泊 正人）現在、全県的に、そう

いう入札をしても応札がなかったり、不調になっ

たりというのがございますけれども、本市の土木、

建設に限っては、ほぼ入札に応じていただいてお

ります。 

 ４月以降ですね、毎月、各課で発注状況を月末

に出すようにしておりまして、さすがに４月、

５月は上がってこなかったんですけども、６月、

７月というふうに順調に上がってきておりまして、

特に建設整備課、建設維持課あたりは月の４月か

ら何カ月で、平均ですればというよりも平均より

上回る発注率で上がってきております。 

 ただ、建築についてですね、教育委員会からの
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委託と各課からの委託もあって、随時発注はして

るんですけども、ここにきまして、まず、応札が

ない最大の原因は、技能者、要は型枠大工さんと

か、そういう方々がですね、いないので、仕事を

とっても工事現場に入れないということで、手を

引かれるというのがございます。 

 確かに、用地買収が終わっていなくて発注がで

きないというものもございますけれども、前年度

に用地買収が終わった道路改良などは随時発注を

しておりまして、建設部に限ってはですね、先ほ

どの堀ノ内室長が言いました補償の契約が終わら

ないので、この執行率が下がってる、上がってこ

ないという部分もありますけれども、実際のそう

いうハードの部分については、おおむね順調な発

注ができていると思います。 

 ただ、特に今後３月までの間でも繰り越しがき

かないもの、昨年の繰り越しのものとか、現年交

付金とか、あるいは特定離島とか、繰り越しでき

ないものを先に発注するように建設部内で調整を

しながらやっておりますので、職員の事務のおく

れから、発注がおくれてたまってきたということ

は、今のところはないというふうに考えておりま

す。 

 今後も、そういうふうにですね、努めていきた

いと思います。 

○委員（上野一誠）我々議会も、当初予算を議

論するときは、当然、年度計画ですからね、一つ

の見積もりですから、それが十分執行されるもの

として議会は議決をするわけです。 

 したがって、行政側にとっては、それが、いわ

ば業者の方々が十分対応していただけるものとし

てですね、発注をかけていかれる。それが現実的

に合併以来、普通建設事業の大きな削減、

１６０億円から、頭からいけば６０億円となった

りですね。いろんなそういう中で、業者もですね、

やっぱり人を削らざるを得ない、そして、いろん

な経営方針を変えていかなきゃいけない。そうい

う現実があって、再々入札制度の見直しもされた

り、いろんなことがここ１０年間近くの中でやっ

てきたと思いますね。 

 ですから、水道局も結構積み残しがあって、何

とかそれは、一つの責任の中でやり遂げますとい

うのは局長も話はするんだけども。今後、課長の

ところでも、ちょっと建設の関係もとりたいけれ

ども、いわば人手がいない、いろんなそういうの

を聞いてるもんですから、やっぱりそこらあたり

も、以前からすると、ここに至ってきて景気が、

ばんばん仮に復活をしてくればですね、肝心なと

きに人がいない、いろんな現場代理人の対応等も

含めて、いろいろ取りたくても取れないと、いろ

んなそういうものが建設業、あるやに思います。 

 したがって、水道局長は、やっぱりそういう入

札制度を、発注計画も含めてこの庁舎内で問題を

把握しながら、その中でも十分議論が必要という

ような意見は、答弁をしたんですけれども、今、

泊部長の中では、自分が所管する部分については、

おおむね、それが執行できるんじゃないかという

ことであればですね、問題もないのかなと。おっ

しゃるように今、言われるように応札がない、入

札に参加できないということが、今後、事業のい

わば進捗に影響があるとするならばですね、やっ

ぱりこのことは、また、そういう業界の動向も見

ながら、市の体制も、あり方もやっぱり検討する

必要があるんじゃないかと、そういう思いからち

ょっと確認をさせていただきました。 

○建設部長（泊 正人）おっしゃるとおりでで

すね。今の知識副市長とも相談をしながら、建設

業協会、二つ団体がありますが、そちらにも情報

収集をもらって、どういう状況ですかと、いつ出

すのが一番、受注が応札が多いのかとかですね。

そういうのも、当然、一線を引きながら、情報交

換はしております。 

 それと、平成２５年度は３月に大型補正があっ

て、前半もよかったんですが、ただ、現在、業界

の方々が言われるのは、今は非常に、腹いっぱい

なんだけど、また、５月、６月は心配だというよ

うなことも言われておりますので、平成２６年度

もできる分は早期発注に努めたいと思っておりま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

○委員（持原秀行）１点だけ、既存住宅の改修

環境整備事業、ここで大体４００件程度出たとい

うことなんですが、実際、第１回は非常に多くて、

全部受けられたようなふうに聞いてます。 

 第２回の決定されて、大体４００件程度なんで

すが、２回で漏れた方とか、そういう状況把握は

どんなふうになってますかね。 

○建設住宅課長（今井裕介）おっしゃるとおり、
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１回目のときには、１回抽せんをいたしました。

そして、落選された方を１０日間おくらせて、交

付決定を打って、そして、２回目は補正をいただ

いて実施したという経緯でございます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑ないと認めます。 

 以上で、建築住宅課を終わります。 

御苦労さまでした。ありがとうございました。  実のところ、これが年度内の予算でございます

ので、２回目に落ちられた方を救おうとするとで

すね、時間的な分がございます、年度の中で。 

────────────── 

   △用地課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、用地課の審査に

入ります。 

 ですから、私どもといたしましては、２回目を

落ちられた方につきましては、すみませんが、ま

た、来年度頑張りますと、予算確保に努めますと

いうことで説明をして、理解していただいている

ところでございます。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止してありました議案第１６９号一般会計補正

予算を議題といたします。 

 当選されなかった方の数は、福島専門主幹が答

えます。 

○主幹（福島和朗）すみません。残念ながらで

すね、交付決定ができなかった方、落選された方

が６４名おられました。これにつきましては、先

ほど課長がですね、言われたとおりでございます。 

 当局の補足説明を求めます。 

○用地課長（植村 豊）それでは、議案第

１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予

算について、予算書の２９ページをお開きくださ

い。２款総務費１３目地籍調査費の補正額２１万

３，０００円ですが、職員手当の被扶養者の変更

に伴う増額補正であります。 

○委員（持原秀行）第１回は、みんなもれなく

救いの手を差し伸べてやられたわけですので、や

はりもう待ちきれなくて、この６４名の方も自腹

でですね、やっぱり補助を受けないでやられた方

もいると思います。  以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審査方、お願いします。  実際、いろんな小規模の事業者さんたちに聞け

ばですね、非常にありがたい制度であると。これ

でしょっちゅう仕事も回ってきているという状況

も聞くんですね。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

 先ほど、課長が説明されたとおりですね、波及

効果として、これ１１倍強のですね、こういう効

果があるということは、市内で回るお金の経済的

なというのは、すごいことだと思うんですよ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  そういう意味からも、やはり新年度が始まって

すぐは、どうも仕事がないとかという、そういう

状況を埋める意味でもですね、できるだけ早い時

期に予算要求もされまして、しっかりと予算確保

に向けても、やっぱりこちらのほうも、議会とし

ても努力したいと思いますが、ぜひ積極的に、こ

の事業展開していただきまして、あとには８％の

消費税が上がるとか、いろいろありますけれども、

そういうことも踏まえてですね、しっかりと、ま

た、取り組んでいただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 以上で、議案第１６９号平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算のうち、本委員会付託分につ

いて、質疑が全て終了しましたので、これより討

論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 
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 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から報告はありませんか。 

○用地課長（植村 豊）皆様方に、お手元にあ

る委員会資料の９ページ、１０ページをごらんく

ださい。 

 今回、地籍調査事業、現地調査が本年度で最後

でございますので、これまでの流れなり、あるい

は今後の予定を若干御説明していきたいと思いま

す。 

 まず、９ページのほうでございます。 

 現在、地籍調査の方は（１）入来町の副田の一

部０．６１平方キロメートルを、現地調査中でご

ざいますが、１２月２０日には現地の調査を終わ

り、調査に基づく整理を１月から３月にしていこ

うというふうに考えてます。 

 支所に問い合わせ、また、業者からの報告を見

ますと、今のところ順調に進んでいると、若干早

いぐらいのペースで進んでいるというふうに聞い

ております。 

 なお、（２）で、あのとおり筆数については

７８５筆ということでございます。 

 次に、（３）平成２６年度のものですが、入来

町副田の一部、ＧＨ工程、地籍調査の現地調査に

基づいて地籍図案をつくり、それから現地調査に

来ていただいた方々に閲覧をしていただいて、法

務局、県の認証に基づく書類提出の準備をすると

いう工程がございますが、このＧＨ工程を０．

６１平方キロメートルで出したいというふうに考

えますが、時期的には県の補助事業との兼ね合い

もございますので、平成２６年度のごく後半にな

ろうかというふうに考えております。 

 また、数値化情報については、平成２４年度の

地籍調査地区入来の１．７０を出していきたいと

いうふうに考えてます。これが、平成２６年度の

地籍調査事業でございます。 

 また、４番目に、これまでの本土、支所の地籍

調査の進捗状況ですが、この中で、特に里地域の

ところを見ていただくと、里地域は昭和３６年か

ら昭和５４年にかけ、地域の中で先んじて調査を

始めております。 

 なお、本土で早い地域については、樋脇地域が

昭和３８年から昭和５４年にかけて調査をしてお

ります。 

 先ほど説明した入来地域については、昭和

６２年から平成２５年と書いてありますが、これ

はあくまでの現地調査の終了年度で、このあと

２年ほどプラスということでございますので、平

成２５年度で現地調査はですね、全地域終わると

いうふうになってございます。 

 それと、１０ページのほうを。ちょっと資料が

小さい字で申しわけないんですが、地籍調査の成

果を電算化してですね、一筆座標、図根点、多角

点のですね、数値を情報化することによって業務

に活用したり、あるいは市民の方が来られたとき

に、これを交付して土地の境界の復元等に役立て

るための数値化情報といいますが、これについて、

今後の予定をお話します。一番下に平成２５年度

は点線、平成２６年度が二重線、平成２７年度が

黒線というふうに、非常に見にくいんですけども、

一応、平成２５年度、上から二つ目のところの入

来地域、昭和６２年から平成４年までの分と、一

番下の表ですが、平成２２年度、平成２３年度の

入来、それから祁答院につきましては、昭和

６２年から平成４年まで、あと祁答院の一番下の

欄ですが、平成２２年度から平成２３年度の数値

化を平成２５年に出し、業者も決まって来年の

３月１２日までは、これは終わろうとしておりま

す。 

 残されたものとしては、平成２４年度の分を入

来、一番下の表ですが、入来、祁答院をですね、

出したいと。平成２５年度の分を平成２７年度に

出したいというふうに考えてございます。 

 これによって、数値化、現地の調査、これは全

部終わるだろうというふうに考えてますが、ただ、

現地調査の結果、法務局に最終的に届けをしない

といけないんですが。法務局の関係、実は管内で

はさつま町と、うちの薩摩川内市のほうがやって

いるわけですが、法務局が過去、宮之城のほうが

なくなって、川内に一本化された関係でですね、

今、交互に送り込むようにしてるというふうな事

情がございまして。ことし、祁答院町の平成

２２年度を送り込み、来年度はさつま町を送り込

み、後半で祁答院の平成２３年度を送り込むとな
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っていくと若干、現地調査の関係と最終の法務局

への届けがずれ込んでいくという兼ね合いがござ

いまして、法務局とも、この間、協議をしました

が、平成２４年度にはできるんじゃなかろうかと

いうふうには考えている次第です。 

 ただ、この中で表をごらんになるとですね、な

いところがあると、気づかれた方もいらっしゃる

と思いますが。残念ながら樋脇町、それから里地

域、あと上甑、鹿島については、今のところ数値

化の予定が立っておりませんので、それ以外のと

ころをやっていくというふうに考えてございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）それではこれより質疑

に入ります。 

 御質疑願います 

○委員（持原秀行）この数値化のやり方ですね、

当初、旧川内市のほうでも平板測量とかやってお

りまして、その平板測量後、大分たってますから、

その後、個人においては、使用者においては分筆

なり合筆なり、いろいろされているんですが、そ

れで登記が法務局でされていると思うんですが、

それについての数値化する、そのやり方というん

ですか、それをちょっと手順を教えてください。 

○用地課長（植村 豊）数値化についてはです

ね、原則的にうちが扱うのは地籍調査の当時の

データを基づいておりますので、地籍調査後に、

個人の方で分合筆された分については反映されま

せん。数値化が出てきて、地籍図とありますが、

それを電算上、読み取って、電算のパソコン上で、

リアルタイムに相手ができるわけです。市民の方

と。 

 ただ、先ほど言われた、その分合筆が反映され

ないためにですね、相談に来られたときは「現状

はどうなってますか」と、「もしかしたら分合筆

してないですか」ということは確認して、もし、

そういう事態があれば、法務局のほうに問い合わ

せくださいという現状でございます。 

○委員（持原秀行）前回、ことしになってから、

樋脇のほうで図根点、これが見つけられないとか

ですね。そういう問題もあって、なかなか意見の

相違、業者さんとの意見の相違とか、いろいろあ

って、おくれたというようなところをちょっと聞

いているんですが。そういうところにはですね、

やっぱり支所関係にしてもしっかりとですね、市

民の皆さん方も要望については、しっかりと受け

とめてですね、やっぱり作業を進めていかないと、

何もしてくれんというような、そういうのも出て

きますので、そういうところも統一してですね、

進めていっていただきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。 

○用地課長（植村 豊）今、言われたとおり樋

脇なりですね、あまり里地域のほうは、そういう

確認業務が出てきてないからいいわけですが、非

常に古い時代の地籍調査については、問題が多数

あって、その都度、自分たちの持ってる情報を提

供しながらやっておりますので、今後もそういう

形で、やっていかざるを得ないというふうに考え

てます。 

 以上です。 

○委員（持原秀行）やはりですね、まだ合併前

だったんですが、当然、樋脇町はですね、先に済

んでて、あと旧川内市がやったわけですね。そし

たら、要するに山の分水嶺みたいなところで相当

綱引きがあったと。そういう状況もありますので、

やっぱりその隣接の市境とかですね、そこらあた

りについても、きちっとですね、やっぱり確認を

しながらやっていかれないと、そごが出ないよう

にですね、やっぱり慎重にやっていただきたいと

思います。 

○委員長（福田俊一郎）意見でございます。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、用地課を終わります。 

 当局は、部長はじめ大変御苦労さまでした。お

疲れさまでした。 

 ちょっと待ってください。部長から何かありま

すので。 

 部長に発言を許します。 

○建設部長（泊 正人）先ほど、建設維持課長

が内水対策の説明をしたいということで、こうい

う概要版が上がってきてて、これで、きょうやり

たいような話をしたんですけども、これではもう

時間がどひこあっても足らんもんですから、改め
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てパワーポイントでつくって、どこがどういう工

法ですというのを年明けに時間をとらせてくださ

い。 

 はい、１月に。ですから、パワーポイントをつ

くる時間をくださいということです。 

○委員長（福田俊一郎）了解です。よろしくお

願いします。 

 お疲れさまでした。 

 それから、水道局のほうへ、先ほど、持原委員

のほうから要望がございましたけれども、この給

水の負担金についての、県内一覧表について、今、

作成中ということで、きょうは間に合わなかった

んで、また後日ということでございました。 

────────────── 

   △委員会報告書の取扱い 

○委員長（福田俊一郎）以上で、日程の全てを

終わりましたけれども、委員会報告書の取りまと

めについては委員長に御一任いただくことに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

 ここで、閉会中の継続調査について、お諮りし

ます。 

────────────── 

   △閉会中の継続調査及び委員派遣 

○委員長（福田俊一郎）お手元に配付のとおり、

閉会中の継続調査を議長に申し出ることとし、ま

た、閉会中に現地視察など、委員派遣を行う必要

がある場合は、その手続を正委員に御一任いただ

きたいと思いますが、そのように取り扱うことで

御異議ありませんでしょうか。（資料は巻末に添

付） 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

 以上で、建設水道委員会を閉会いたします。本

日は御苦労さまでした。



 

 

 

 

 

【巻末資料】 

 

閉会中の継続調査について 

 



 



閉会中の継続調査について 

建 設 水 道 委 員 会 

（調査事項） 

１ 道路整備について 

２ 公園整備について 

３ 河川・港湾整備について 

４ 住宅政策について 

５ 都市計画事業について 

６ 土地区画整理事業について 

７ 地籍調査事業について 

８ 上下水道事業について 

９ 温泉事業について 

10 川内川改修等について 

11 南九州西回り自動車道について 

12 甑島縦貫道について 
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